
1 

 

予算決算委員会総務文教分科会会議記録 

（予算審査） 

１．日 時 令和２年３月６日（金）  ９時３０分開議 

令和２年３月６日（金） １７時５５分散会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 隅田雅春座長、栗山泰三副座長、安井博幸委員、 

恒田正美委員、田村直也委員、河南克典委員 

９．会議に付した事件 

議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

議案第３３号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１１号） 

１０．議事の経過 

 

９：３０ 開議 

隅田座長 挨拶 

 

隅田座長 開議宣告 

 

■教育委員会 

日程第１ 議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

【主な説明】 

こども未来課    別紙のとおり（資料 １） 

 

【主な質疑】 

恒田委員    臨時休園・臨時休業中の利用者数の資料をいただいたんですが、私

立の２園のこども園の利用者数はどのようになっているんですか。 

教育委員会   私立のこども園の状況ですけれども、最終的には、２号認定につい

ては休園措置をとらないということで、今回利用者数につきましては

あくまで参考ということで、本来の通常運営されておりますが、自主

的にお休みをされてる方もあるということです。 

安井委員    幼稚園預かり保育事業について、今、こども未来課の資料もらった

んですけども、新聞報道でもありましたように篠山幼稚園の令和2年度

の４歳児の入所っていうのはゼロとなってるわけですよね。今、３園

のほうで、預かり保育を幼稚園にしてほしいということで、出とるわ

けなんで、それが篠山幼稚園というふうに、新聞報道で知ったわけな



2 

 

んですけども、しかし、これおかしいんじゃないですかね、入所者が

ゼロになるような幼稚園に預かり保育の機能持たすっていうのは、そ

もそもそこがおかしいような気がするんです。幼稚園とこども園と同

じ４歳児５歳児の教育してるんであれば、別にもう少し統廃合とかい

うことを視野に入れて、預かり保育が必要だったらこども園に行って

もらうように何故できないのか、私はそこが非常に疑問でしてね。あ

る意味保護者の言いなりになってるかなっていう感じを受けるんです

けど。どうなんですか。その辺をちょっと見解を述べてください。 

教育委員会   まず、篠山幼稚園での開設についてということなんですけれども、

今回最終的に、どこかの園で一つ開設をするということに、意見がま

とまったんですけれども、当然、新たに建設をするということは非常

に難しいことがありますので、既存施設を活用してということになっ

てくるということがまず前提にありました。 

その中で、篠山と岡野、たまみず幼稚園を今考えたときに、スペー

ス的に、少し余裕のある、篠山幼稚園でということで、最終的にそち

らで決定をしたということになります。 

現在、来年度入園がゼロなのにということなんですが、これは、来

年度もし、預かり保育を実施するということになれば、利用者、利用

申し込み者があったと思うんですが、その預かり保育は、１年後とい

うことになりますので、現状では、ほかの預かりを利用できる、私立

のこども園を利用されているということではないかと考えておりま

す。 

また、もう１点のほうですけれども、最終こういう方向には決まっ

たんですが、教育委員会としましても、今、安井議員がおっしゃった

ように、１園にまとめてということで、案のほうは、提示をさせてい

ただいておりましたが、会を進めていく中で、最終的には、保護者、

地域の方も含めた中で、大勢が、最終の案ということになりましたの

で、この会としては、最終的なこちらの案のほうで決定をしたという

ことになります。 

安井委員    もう一つ先ほど言いましたように、こども園でも、幼稚園でも同じ

ような幼児教育が行われてるっていうのは事実なんですよね。実際、

何故幼稚園に延長を望まれるかって言ったら、お母さんが働いてて、

早く帰ってきてもらったら困るからなわけですよね。それだったら最

初からこども園に入ってもらえばいいわけじゃないかと思うんですけ

ど、こども園に。しかも三つの幼稚園と二つのこども園の距離が近い
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わけですよ。非常に近いところに５つの園があって、しかも人数がそ

んなに多くないわけですからね。やっぱり、施設の統廃合ということ

を考えないと、しかも、今篠山幼稚園なんか希望者ゼロなわけですよ

ね。今おっしゃったように、預かり保育したら、希望者がくるだろう

とおっしゃるけれども、でもそのすぐ近くにこども園があるわけじゃ

ないですか。本当にこんなことを、ある意味ポピュリズムと僕は思い

ますよ。希望者の要点のとおりにやってたら、財源なんて幾らあって

も足らないわけだし、そこはそれ、費用対効果なり、統廃合なりって

いうのを視野に入れないと。これやっていけないんじゃないかと思う

んだけど、その辺についてはいかがですか。 

教育委員会   当然そういうこともありますので、そういったことも示した上での

検討会での最終決定ということになっております。 

恒田委員    今回の件で、保育のあり方検討会の結果は、最終的に見させてもら

ったら、説明のあったとおりだと思うんですけども、教育長含めた教

育委員さんは、この点については何か、どうおっしゃってるんです。

検討委員会は、実際にこういう結果となりましたですよね。委員長は、

市長ですよね。教育長、そして教育委員はどうお考えなんですか。 

隅田座長    意見を聞かれたでしょうかね。 

恒田委員    なぜ即答できないんですか。教育長含めて教育委員さんには、この

検討委員会の結果は、すぐに報告されていると思うんですけども。報

告されてないんですか。この件については、教育長も教育委員さんに

は。 

教育委員会   教育長におかれては、そもそもこの検討委員会のメンバーでずっと

入ってもらっておりますので、意見としてはその都度、おっしゃって

おられます。 

教育委員会としてはということではないんですが、最終的な案を2

案示させてもらったときに、教育委員会としては、先ほど安井委員が

おっしゃられたような形での案も提案をさせていただいておりまし

た。しかし、会議の中で、最終的なお示しをした案ということになり

ましたので、そちらで対応していくということで説明しております。 

恒田委員    そしたらそのメンバーのやっぱり教育長がいらっしゃるということ

は、教育長は認めたという結果ですね。その都度、教育委員会の方針

は、議事録見させてもらいました。５回やられてるんで、多分、あの

人が言ったんじゃないかな、この人が言ったじゃないかっていうのは

ニュアンス的にも、意見質問質疑されてるんでわかりますけども、教
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育長は、そして、教育委員会は、そっちのほうの、今回の検討委員会

のほうに、結果を了解したということでいいんですね。教育長も了解

して、教育委員さんも了解されたということで、認識させてもらいま

した。今の時点では。 

先ほど、スペースの話をちょっとさせてもらいます。これまでから、

預かり保育、何カ所かあるんですけども、設置する場合には、保育室

や遊戯室を使うことは、あまり好ましくないっていうことで、違う施

設に持って行ったりしてたと思います。今度は篠山幼稚園にある遊戯

室をその場所に使うということをされてると思うんですけども、これ

までの見解から変わるっていうことなんですか、方針から。 

教育委員会   今回予定をしております篠山幼稚園の遊戯室につきましては、スペ

ース的にゆったりとしてるというのがまず1番大きなポイントです。 

他の幼稚園では、遊戯室がなくなってしまいますとスペースが全くな

いというような状況があり、今回篠山幼稚園につきましては、隣の篠山

小学校の関係もありまして、有効活用ができる部屋がほかにも、あると

いうようなことも聞いておりますので、必要に応じてそういったところ

も貸していただきながら、運営ができるという判断をさせていただきま

した。 

安井委員    今、幼稚園の延長保育の検討委員会の話が出まして、市長が座長だ

ということでしたけども、教育委員、要するに教育に関することって

いうのは、教育委員会の専権事項であって、市長が座長になること自

体、僕は非常におかしなやり方やなと思うんですよ。そう思われませ

ん。教育委員会は、市長と独立した部局じゃないんですか。僕、そこ

んとこから、ボタンをかけ違えてるような気がして仕方がなくって、

市長の言いなりに動いていくんやったら、教育委員会の独自性はどこ

にあるんですか。 

教育委員会    今回の３幼稚園区のあり方につきましては、以前から、いろんな

課題があって、いろんなところから御意見をいただいていました。 

以前にも、味間認定こども園の建設のときもそうなんですけれども、

非常に難解で、早期に解決が必要なものについては、市長みずからが、

その会の長として、そういった検討会を立ち上げて、早急に解決をして

いくという形で、以前にも取り組んでいただいております。当時も、そ

のおかげで場所の選定ですとか、建築に関して本当に、その検討会を立

ち上げることによってスムーズに行えることができました。今回も、３

園区のあり方については、教育委員会で本来しなければいけないとこ
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ろ、市長がみずから先頭に立って、今回、こういう形で最終的に、方向

が決まったということで、こちらについては、教育委員会のほうでも報

告をさせていただいて、最終的には了解をいただいたということになっ

ております。 

安井委員    今の市長のやり方が非常によかったと評価されてると理解していい

んですか私は。 

教育委員会   問題が早期に解決したという面では、市長みずから先頭に立ってと

いうことでしたので、早期に解決できたのではないかと考えておりま

す。 

安井委員    でも、そもそもが教育委員会は市長部局部局から独立せないかんと

いうことに対して、これは越権行為だというふうには全く思われない

っていうふうに、考えていいんですか。 

教育委員会   施設の運営等につきましては当然教育委員会が責任を持って行って

いくんですが、設置者としては基本的には市長となりますので、その

あたりは、それで正しいと考えております。 

安井委員    でもどこにするかとかね。統廃合に絡んでくるわけなんですけども、

その辺は僕はやっぱり教育委員会がリーダーシップを発揮すべきもん

じゃないかと思うんですけどね。それは、市長がやるっていうのは僕

はおかしいと思います。これ意見ですけど。 

恒田委員    検討委員会の中の資料６、これまでの取り組み経過という形で、平

成２４年から２５年にかけて、いろんなこういう、保護者なり地区で

の説明会をされたという資料があります。教育委員会さんが配られて

るんで、その中で、今後の方針が決められてますよね。でも社会状況

とかによっては変更あってもありきだと思うんです。私の中では、当

然、変わってくるやから、いきなり団地ができたとか、子どもがふえ

たとかなってくれば、方針は僕はそのときに変えたらいいとは思うん

ですけども。でも、あまり、状況は変わってると思えない。７年たっ

てるけども、２４年の１０月に保護者説明会をされてて、２５年の１

０月にまた保護者説明会をされてる。１年越しに。議事録の中に、教

育委員会の立場として、そういう検討されたことが進められてなかっ

たという反省してますっていうことがあったと思うんです。誰がおっ

しゃったかわかんないけど。事務局として、どうだったんですか、こ

の７年間。方針が決まりながら、２園に集約していくっていうことが

されながら、その辺も、議事録に書いてましたけどね。 

教育委員会   ただいまの御意見につきましては、本当にその都度説明をさせてい
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ただいたときには、御理解もいただいて、それもやむなしかなという

ことで保護者の方には御理解をいただいてたと思っておるんですが、

どうしても、保護者の方は、2年ごとに入れかわっていかれます。 

その都度、こちらとして、丁寧なそういった説明ができてなかった

ということで、今回反省してるというようなことで、そのときの発言

があったのではないかと考えております。 

河南委員    病児保育事業ですけれども、１，２００万円ほど予算上がってるん

ですが、これなんか人もふえてきて、希望者いうんか対象者がふえて

きてるというような、これ年間これで、この予算でこれふえた場合、

キャパ的にそれがいけるのかどうか、２月末で４１２人とかで、いわ

れたんですけどその分は見越して、これで１年いけるとこういうこと

なんですが、確認したいと思います。 

教育委員会   それも見込んでの数字ということになっております。 

河南委員    大体何人ぐらい年間見込まれとるんですか。 

教育委員会   年間大体４００人を予定している。 

河南委員    公立保育所費中で、備品購入では防犯カメラというのが２台上がっ

てるわけですけども、これでほぼ完備するんか、まだこれから整備す

るところがあるのかどうか、そのあたりをひとつ確認しておきます。 

教育委員会   防犯カメラにつきましては、令和元年度に、幼稚園で6園に設置をし

ております。来年度と２カ年計画で進めておりまして、令和２年度に

つきましては、幼稚園の残り３園と、保育所の４園という形での整備、

来年度については、保育園４園、幼稚園３園というふうに考えており

ます。合計すると、施設全体に合わないと思うんですけれども、篠山

幼稚園とたまみず幼稚園につきましては、既に小学校の敷地内で設置

済みとなっております。 

公立のこども園のたきこども園と、味間こども園については、新築

をする際に設置をしておりますので、整備ができておるということで、

今年度と来年度の２カ年で、保育園、幼稚園、こども園の全てに防犯

カメラが設置をされるというふうなことで進めております。 

安井委員    児童福祉一般事務費の兵庫県保育大会開催地負担金６０万円につい

て、これは、市内のどこでいつごろ開かれるのか、そして市内からど

れぐらい参加があるのかということをお尋ねします。 

教育委員会   これは県の保育大会ということになるんですけれども、１１月２１

日に交響ホールのほうで開催する予定となっています。 

市内につきましては、各四つの保育園、それから、私立も含めたこ
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ども園が対象ということで、参加をさせていただく予定です。 

安井委員    市内から大体何人ぐらい参加されるんですか。 

教育委員会   可能な限りほとんどの職員が参加するというような形だと考えてお

ります。 

恒田委員    令和２年４月１日から会計年度任用職員制度によって、報酬がある

程度アップするわけですけども、費用が。例えば、公立保育所費を例

にとって、ちょっと説明願いたいんですけども。これまでの人件費が

どのように支払いされたのかちょっとよくわからないんで、申しわけ

ないけど、昨年と比べて報酬がものすごく上がっているように思うん

ですけども、昨年は報酬が２，９００万円ぐらいだったんです。非常

勤嘱託員報酬として。今年は、６，０００万円くらい。手当を含める

ともっと多く、８，０００万円ぐらいにふえるかと思うんですけども、

その人件費をどこから捻出するかによって違ってくると思うんですけ

ども、その点の説明をお願いしたいんですけど。 

教育委員会   報酬、給料、職員手当、共済費の部分で申し上げますと、合計が６，

４９５万６，０００円になろうかと思います。これにつきましては、

昨年からの、純粋に増加しているのは、約４０万円ぐらいかと思って

おります。なぜそんだけ高くなってるのかといいますのが、この中に

は、フルタイムでお世話になる先生がたの分が、今回組み替えでこち

らに入ってきております。その分が６，４５４万８，０００円という

ことで、こちらに組み替えとなっておりますので、かなり、金額とし

ては上がっているということになっております。この、公立保育園費

で言いますとそういうことなんですが、こども未来課が所管しており

ます、全体の分で見ますと、漠とした数字にはなってしまうんですが、

先ほど申し上げた報酬、給料、職員手当、共済費の合計で約１億５，

０００万円ほどになります。そのうち、今回、純粋に増加しているの

が、約２，０００万円強ぐらいで、じゃ、その差額は何かといいます

のが、フルタイムの職員さんの分がこちらに組み替えされてますので、

その分が約１億３，０００万円ほどありますので、こども未来課の所

管分としては増加しているということになっております。 

恒田委員    幼児教育推進事業の報酬に園長、教頭報酬とありますが、これまで

多分嘱託であるとかそういう言葉であったかと思うんですけども、園

長、教頭でありながら、報酬が１５８万４，０００円っていうことな

んですけども、公的なこういう施設として、これは、こういう形の園

長の報酬っていうのはふさわしいものかどうなんですか。これは多分、
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正規の職員さんが入れたんで、園長、副園長も教頭なんかも含めて、

学校の先生が兼務されたところもあると思うんですけども、こういう

形であるのはどうかなと思ってですけどね。 

教育委員会   ここに載せております園長、教頭の報酬につきましては、今までと

同様で、小学校の校長先生、教頭先生が兼務で、園長、教頭としてお

世話になっている方の報酬ということで、今年度までと同様でござい

ます。 

栗山副座長   味間認定こども園費の味間こども園借地料ということで、２７９万

６，０００円計上されておるんですが、この借地料については、この

土地の取得についての、今後の見通しですね、毎年２８０万円ずつぐ

らいの使用料がかかってくるということで、土地を取得したほうがい

いのはないか。見解を聞かせてほしい。 

教育委員会   こちらにつきましては、児童クラブも含めてなんですけれども、毎

年、お出会いをして、話もさせてもらっておりますが、やはり現状の

ままでお願いしたいという意向がありますので、当分の間は、現状の

ままでということではないかと考えております。 

栗山副座長   地主さんのほうの意向というものが１番大事だと思うんですけど、

こういう公的な施設なので、ある日突然、出てくれとか、そういうこ

とがなきにしもあらずなんで、その辺のところがね１番大事なところ

なんで、急にかわりの土地を用意せいということも実際できない話な

んで、それのところの話は十分にしていただいておるとは思うんです

けど、確認のために、借地関係というのはね、ある日突然何が起こる

かわからないんで、危惧しておるとこです。 

教育委員会   土地を譲渡等する場合の措置ということで、契約書のほうに明記が

ございまして、所有者は土地を第三者に譲渡し、または土地に第三者

名義の権利を設定し、また土地を担保に供するときは、あらかじめ市

に通知し、市がこの契約と同一の条件で土地を利用できるよう措置し

なければならないという条文がございますので、御指摘いただいたよ

うなことはないかと思っております。 

安井委員    味間こども園借地料の件なんですけども、これは、何年間は同じ金

額で行くっていう契約なんですか、それとも毎年金額は交渉なんです

か。それをちょっと確認したいんですけど。 

教育委員会   契約書におきましてはたしか３０年契約ということで３０年間は同

じ金額でというふうな形になっていたと記憶をしております。 

恒田委員    借地料なんですけども、市の方針としては、３０年間の借地契約で、
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維持していくっていう方針だと思うんですけども、市の監査委員の指

摘で、そういう借地で、そういう施設を持っておくのは、行政として、

余り好ましくないっていう指摘があったかと思うんです。できれば、

それを買い取りしていく方針がいいんじゃないかということだったと

思うんですけども、そういうことは、この間、園が開園してからあっ

たんですかね、協議する場は。 

教育委員会   当時につきましては、今おっしゃったように監査委員さんからそう

いった指摘がございました。その後については、この件に関しては、

特に、なかったかと記憶しております。 

栗山副座長   その借地料なんですが、そうしましたら借地料は、平米あたりどの

程度の借地料がかかっているのですか。 

教育委員会   借地料の関係ですけれども、児童クラブと味間こども園のほうがあ

るんですけれども、まず、味間児童クラブのほうにつきましては、面

積区分があって若干、その掛け率が違いますので、単価が違うんです

けれども、平米単価、一つは、８５９円、もう一つが８６５円。そし

て、味間児童クラブのほうの平米単価につきましては、こちらも面積

区分で若干の差はありますが、９７１円と９７７円ということになっ

ております。 

安井委員    放課後児童対策事業の職員手当等の中に期末手当があるんですけど

も、会計年度任用職員の期末手当は平均何カ月分が出てるんですか。 

教育委員会   細かい数字今手元にないんですが、市で定められた月数分が同じよ

うな形で支払われるということで思っております。 

 

【主な説明】 

教育総務課  別紙のとおり（資料 ２） 

中央図書館  別紙のとおり（資料 ３） 

 

【主な質疑】 

安井委員    奨学金貸付事業のふるさと創生奨学金について、事前予約５名内定

してるということですけども、５名の方は、私立と公立はどういうふ

うな数の内訳なんですか。 

教育委員会   これは中学校段階での予約申し込みということになりますので、高

校へ行かれて決定してから、私立、公立が確定するということになり

ますので現段階ではわかりかねます。 

田村委員    市史編さん事業なんですけれども、昨年度の６月の補正予算２１６
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万円から大きく予算が増えてるんですけれども、要因として詳しい、

積算根拠的なところをもう少し説明していただきたく思います。 

教育委員会   令和元年度は、準備段階になっておりましたので、派遣教員のひと

月当たりの単価も、安価でございましたが、令和２年度は本格的な稼

働に向けての作業となりますので、神戸大学との協議の結果、派遣教

員の単価が上がったことで金額が高くなっております。 

田村委員    教員の方の単価が上がったということが１番の要因ということでし

ょうか。 

教育委員会   そのとおりでございます。 

田村委員    派遣される教員の方は、前年度と同じ方という認識でよろしいでし

ょうか。 

教育委員会   今のところ前年度と同じ方ですが、１年経過をしておりますので役

職等も若干変わります。 

田村委員    役職が変わったことによって単価が幾らから幾らになったんでしょ

うか。 

教育委員会    今詳細は館長のほうからお答えすると思うんですけども、今回補

正予算で６月お世話になった部分につきましては神戸大学の部分に関

しては、半年分で予定をしていました。今回は１年間ということでご

ざいますので、そういった単価の面もございますけれども、１年間に

なったということで御理解をいただけたらと思います。あわせて、単

価に加えましてあとこれ計上させてもらっております通り、編さん委

員会を立ち上げますので、そういった部分もプラスになっておるとい

うことで御理解をいただけたらと思います。 

教育委員会   昨年度は、１回当たり来ていただくと２万円ということでしたけれ

ども、令和２年度につきましては、１年間で３８３万円ということで、

お話をさせてもらっております。 

隅田座長    昨年度は２万円。それを今年度は３００万円余だけど、２万円が幾

らになったのか、説明願います。 

教育委員会   今年度、１回派遣で来ていただくと、２万円という計算をしており

ました。それに対して、令和２年度は、１年間で３８３万円となりま

す。 

隅田座長    回数ではないと。 

教育委員会   回数ではございません。 

田村委員    令和元年度は、半年間ですか。半年で何回来ていただいたんでしょ

うか。また、令和２年度は、年間何回来ていただく予定なんでしょう
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か。 

教育委員会   回数については、資料を持ち合わせておりませんけれども、おおむ

ねひと月に週２回来ていただくことになっておりましたので、約８回

から１０回という計算をしておりました。来年度も基本的には同じよ

うな形になろうかと思います。 

安井委員    市史編さんの業務委託料３８３万円というのは、これは、神戸大学

へ払う分なんですね。コンサルとかじゃないんですね。 

教育委員会   そのとおりでございます。共同研究の委託ということで、神戸大学

と契約をいたします。 

安井委員    講師謝礼というのは、それとはまた別のものか。その辺を説明願い

ますか。 

教育委員会   報償費の講師謝礼７６万４，０００円、こちらにつきましては、委

員会を行ったときの委員謝礼でございます。 

安井委員    委員会ということは複数の方やと思うんですけども、委員会という

のは何人ぐらいを考えておられるのですか。その委員は神戸大学の方

だけやなしに、例えば郷土史に造詣の深い方とかそういう方があるん

だろうと思うんですけども、その辺のことをもう少し説明お願いでき

ますか。 

教育委員会   市史編さん委員会については、７名以内ぐらいを想定しております。

その中に、本編と地域編という二つの柱を持っておりまして、二つの

ところにもそれぞれ７名程度の委員を想定しております。そういう形

で進めていくわけですけれども、神戸大学の教授の方以外の大学の教

授でありますとか、そういうふうな方も含めての講師の謝礼を計算し

ております。 

安井委員    本編と地域編というのをおっしゃいましたけども、その本編に７名、

地域編に７名以内と理解したらいいんですか。 

教育委員会   そのとおりです。それぞれに７名以内で今想定をしております。 

田村委員    昨年まで、年間１９２万円で、今回、３８３万円になるということ

で約２倍になっているということなんですけれども、これ、業務内容

は同じで、肩書が変わったから２万円から１回につき４万円になると

いうような計算でよろしいでしょうか。 

教育委員会   令和２年度につきましては、１年間というようなこともございます

ので、昨年の倍近くの日数になります。 

田村委員    去年６か月分の４倍なので、１回の単価として計算すると倍になる

のでしょうかということなんですけれども、単価は同じで計算してる
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っていうことですか。 

隅田座長    神戸大学との費用の協定といいますか、それは、人数をかけてやっ

ておるのか、どのような形で通年の費用を話し合いの中で出されたの

が考え方を説明いただいたら。 

教育委員会   これは、１年間で３８３万円というふうなことで、契約をしており

まして、１回幾らという計算はしておりません。 

田村委員    その計算方法が違うのはわかったんですけれども、来る回数は、先

ほど、大体同じというふうに御説明されたと思うんですけれども、令

和元年度と令和２年度を比べると、１回につきそのまま契約の単価が

２万円から約４万円に上がっているという計算になるんですけれど

も、その根拠としましては、同じ人物ということなんですけれども、

その方の肩書が変わるからという認識で正しいでしょうか。 

教育委員会   肩書が変わるということもそうですし、内容につきましても今年の

準備作業からさらに踏み込んだ作業になっていきますので、作業の内

容についても、今年よりもより深いものになっていくと思います。そ

ういう形の、神戸大学との話になって契約を結ぶための話をさせてい

ただいております。 

田村委員    より踏み込んだ内容というのは事業概要にもあるところから委員会

などを立ち上げてということで、それは理解できるんですけれども、

市史編さん業務委託料ということに関してのみは、同じ人物がされる

作業で単価が２倍に上がっているのでそのあたりの根拠というものを

少し説明いただきたかったんですけれども。 

教育委員会   令和２年度につきましては、調査作業なども入ってきます。そうい

うことについては、本年度については、あまり、深くはできておらな

いんですけれども、そういう実際の作業が深く入っていくというよう

なことになりますので、そういう形で、金額が上がっているというこ

とに御理解いただきたいと思います。 

安井委員    図書館管理運営費の備品購入費の図書について、１，５００万円な

んですけども、１冊１，５００円としたら１万冊かなというふうに、

考えたんですが、今、図書館の蔵書がいくらで、将来的にどうしよう

とされているのか。また古くなったというか傷んだ蔵書とかそういう

のはどういうふうになっていくのか、そのあたりを説明お願いできま

すか。 

教育委員会   平成３０年度末になりますけれども、２２万５，２９８冊でござい

ます。それから、これはどういうふうに進めるかということですがこ
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れは、図書館ビジョンの中で、毎年おおむね８，０００冊程度、ふえ

るような形での計画になっておりますので、それに基づいております。

また、傷んだ本がどうなるかという話ですが、その必要性に応じて、

傷んでしまったものは破棄しますし、必要なものは改めて買い直した

りというふうなこともさせていただいております。 

安井委員    おおよそのことはわかったんですけども、今約２２万５，０００冊

のうち、中央図書館に幾らあって、市民センターの図書コーナーには

幾らぐらいあるんですか。 

教育委員会   平成３０年度ですが、まず中央図書館で１９万１９７冊、市民セン

ターで３万５，１０１冊でございます。 

安井委員    新刊書ですけども、僕が感じるのは中央図書館にまず並べて、中央

図書館に並べてから、市民センターへ持って行かれてるのかなという

ふうに感じるんですけど、そのあたりは、そういうふうに、サービス

としてされてると理解していいんですかね。 

教育委員会   そのとおりでございます。市民センターのほうにつきましても、古

い本ばかりではいけませんので、５００冊程度の中央図書館で新刊と

して扱った本を市民センターの図書コーナーへ準新刊という形で持っ

ていって、皆さんに見ていただくようにしております。 

田村委員    市史編さん事業ですけれども、実際の作業が入るということで、こ

れまではそういう実際の作業が入っていなくて２万円だったものが、

実際の作業が入ることによって、４万円になるということでしょうか。 

研究員の方が准教授になられるということをお聞きしてるんですけ

れども、そのあたりの肩書の変化によって、変わる金額と実際の作業

がふえる分というのはどれぐらいの割合で入ってるんでしょうか。 

また、１回来られるに当たって４万円というのは適正なんですかね、

金額としては。 

隅田座長    神戸大学の人は、こちらにこられたときだけ作業されるのか。また

大学においてもそれに関係する作業等もされるのか、そのあたり御存

じあれば。 

教育委員会   作業される場所ですけれども、神戸大学のほうにも、多くの丹波篠

山市に関するいろんな資料を所蔵しております。そういうようなもの

を神戸大学のほうで調査研究するような作業の日も中にはございます

ので、それも含めての回数でございます。 

田村委員    今までは、神戸大学のほうではその資料の研究などをされていなか

ったということですか。これからは、神戸大学におられるときもその
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資料に基づいて研究をされるという理解でよろしいでしょうか。 

教育委員会   本年度も神戸大学のほうで、資料の調査をされているとか、そうい

うこともございますが、とにかく数がたくさんありますので、1回行っ

て全部見れるものでございませんので、その研究の内容によって、必

要に応じて、神戸大学のほうでされる場合もございます。 

河南委員    図書館管理運営費の燃料費で２１万３，０００円あがってるんです

が、何の燃料費になるんですか。 

教育委員会   燃料費につきましては、公用車の燃料代でございます。 

河南委員    空調の関係の熱不足による燃料費なんかは今のところは見てない

と。夏と冬のエコアイスの燃料分は今のところ見てないと理解してい

いんですか。 

教育委員会   空調は、全て電気で行っておりますので、燃料代としては全く見て

おりません。 

河南委員    もうエコアイスは全然使わんようになったんかいね。 

教育委員会   昨年、空調のチラーを全て交換しまして、前のエコアイスのものは

全てなくなっております。 

安井委員    需用費の電気代ですけども、図書館って結構大きな建物んなんです

けど、電気の照明のＬＥＤ化は進んでるんでしょうか。 

教育委員会   今のところはＬＥＤ化にはなっておりませんけれども、今、蛍光灯

そのものの生産も少なくなってきているというふうにも聞いておりま

す。先日も、一つ、蛍光灯が傷んでしまったときに、業者と相談して

いると、ＬＥＤにしても、さほど、お金がかからなくなっているとい

うようなことも聞いておりますので、今後、また、傷んできた状況に

よりまして、ＬＥＤ化を考えていきたいと思っています。 

安井委員    そのようにして順次交換していただくのが電気代の節約にもなるか

と思いますし、かなり高い天井についてますからあれ取りかえるだけ

でも大変やなと思って見てるんですけども、その辺も、合理的にやっ

ていただければと思います。 

教育委員会費なんですけど、教育委員４名の報酬の積算が月額５万

２，０００円×１２か月×４人となってるんですが、これは委員会に

欠席されるとか、出席は関係なしですよね。これは出席に対する報酬

じゃなしに、１か月間の教育委員という仕事に対する報酬だというふ

うに認識したらいいんですね。 

教育委員会   そのとおりでございます。 

栗山副座長   図書館管理運営費の需用費なんですが、修繕料で３６１万３，００
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０円上がってるんですが、先ほど防水工事の説明いただいたんですけ

ども、その経過の説明をお願いできますか。 

教育委員会   若干、雨漏りを発見しておりまして、児童書の上のところ、あとも

う1点がちょうど玄関入っていただいて左側から奥へ行ってもらいま

すと通路があると思います。視聴覚ホールに向かう通路があるんです

けれども、そちらのところで、雨漏りが発見されております。それを

何とか食いとめようということで、雨が降ったときに、探してみたん

ですけれども、業者にも協力いただいたんですが、なかなか原因を突

き止めることができませんでした。そんなこともあって、実際に１５

年以上たっておりますので、いろんなところから入ってきているもの

が発見できない状態でございますけれども、それを防止するために、

令和元年度から工法といたしましては、今の屋上に張ってあるコンク

リートの上に防水のシートをしっかりと張りつけて、どこからも水が

入ってこないようにということで始めました。令和元年度には、その

通路の上のところを半分ほど施工し、令和２年度につきましては、続

きのところと児童書の天井の上のところにつきまして、屋上を同じ工

法によって防水シートを張りつけようとするものでございます。 

栗山副座長   前年からやってる工事を続けてやられるということで、全面という

ことですね。それによって防ぐというような解釈でよろしいですね。 

教育委員会   そのとおりでございます。本が濡れるといけませんし、できるだけ

早く対処していきたいと思っております。 

 

休憩     （１１：１５～１１：２５） 

 

議案第３３号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１１号） 

【主な説明】 

学事課  別紙のとおり（資料 ４） 

 

【主な質疑】 

質疑なし 

議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

【主な質疑】 

安井委員    学校施設維持管理費の丹南中学校駐車場整備工事の関係なんですけ

ども、今ある借地が３月末で切れて、この新しい用地を購入して整備

が終わるのが、１０月という説明だったと思うんですけど、その間の
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臨時的な借地っていうのは、近所に同じぐらいの台数をちゃんと確保

できてるっていうのは、もう話はついとるんですか。 

教育委員会   今、借地しております面積よりも大きい面積で、停められる台数は

ほぼ同じ台数の土地で話をさせていただいき、相手方にも納得いただ

いております。１０月の工事が完成するまでの間の借地ということで

お話をさせていただいております。 

安井委員    現在の借地は３月末までで使えなくなるということですが、そこに

はたしか１年間に２００万円ぐらいの借地料を払ってたと思うんです

けど、１０月までの借地はそれの半年分ぐらいの借地料なんでしょう

か。 

教育委員会   台数的にはほぼ同一ですが、借りる期間が短いので、金額的には約

半分ぐらいの値段で借りることになります。 

安井委員    半年ぐらいで、50万円程度で借りられると理解していいんですか。 

教育委員会   借りる期間は７か月ぐらいの予定をしておりますので、借りる金額

としては１０５万４，０００円という額でお話をさせていただいてお

ります。 

安井委員    新しく購入されようとされているところは、茶畑があったりすると

ころで、傾斜地やと思うんですけども、駐車場にする上で問題という

のは余りないんでしょうか。 

教育委員会   現場は若干、傾斜にもなっております。設計する中で、排水的な施

工をしなくてはならないですが、駐車場として整備ができる形状にな

っています。茶畑もございますし、一部、竹も生えたりしております

けれども、それらも撤去して、駐車場として利用していく予定をして

おります。 

安井委員    近年整備された多紀小学校の駐車場は舗装されてますけど、丹南中

学校の駐車場借地は舗装されないんですか。 

教育委員会   基本は、砕石の仕上げで予定をしております。 

安井委員    多紀小学校の駐車場は舗装して、丹南中学校の駐車場は舗装しない

というその根拠は何なんですか。 

教育委員会   面積的にも大きいですし、費用等もできるだけ安価で、できるだけ

早く整備をしたいという中での最終的な施工方法にさせていただいて

います。 

河南委員    学校給食総務費の給食費の未納・滞納対策について、児童手当から

未納額へ充当を行うとのことですが、何人ぐらいを見込まれてるのか。

また、未納者は大体どれぐらい見込まれるてるのか。 
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教育委員会   児童手当からの充当について、昨年実績で１０月、２月、翌年６月

の３回、児童手当の支給がありますので、３０年１０月の支給分で５

４名、３１年２月の支給分で４８名、令和元年６月の支給分で２６名、

充当させていただいており、３０年度分の給食費として、児童手当か

ら１４０万１，５１９円を充てさせていただいております。 

現時点で未納になるか見込めないので、お答えしかねますが、未納

が発生すれば、福祉部局と連携の上、充当させていただきたいと思っ

ております。 

河南委員    年々、未納人数が減ってきとるんですけど、児童手当を充当するこ

とによって納付意識が変わってきたのか。 

教育委員会   おっしゃられるとおり、未納額に充当していくことによって、納付

済みになるため、対象者は減ることになると思います。また、来年度

も４月以降に給食費が発生しますので、そういうことが周知されてい

くことで、未納者も減ってきていると捉えております。 

隅田座長    児童手当を充当することについて、同意書がありますよね。それは

何割ぐらいになっておるんですかね。 

教育委員会   今年度分はまだ集計ができてない状況なんですけれど、昨年度の状

況で、平成３１年３月１日現在で９７．３％、未同意が２．３７％と

なっております。人数については７０人でございます。同意書を提出

いただいてない場合でも未納となっていない方もいらっしゃるので、

未納対象者で同意書が出てないのは、さらに少なくなってくると思い

ます。 

安井委員    小学校振興費及び中学校振興費の特別支援教育就学奨励金と要保

護・準要保護援助費なんですけども、人数と金額が出とるんですけど、

単価は同じというふうに理解していいんでしょうか。 

教育委員会   単価は、修学旅行費やスキー実習の経費が対象になっておりまして、

学年によって異なります。小学校と中学校でも内容や単価が異なり、

一律同じ額を支給しているということではございません。 

恒田委員    スクールバス管理事業のスクールバス車両更新で、養護学校の１４

人乗りのスクールバスを１台購入するということで、前の車が結構古

かったんで更新だと思うんですけども、これにリフトをつけるである

とか、車椅子を乗せるであるとか、そういう特別装備は必要ないんで

しょうか。 

教育委員会   今年度にマイクロバスタイプで車いす２脚を搭載できるリフトつき

の車両を１台入れています。また小型でもう１台、リフトつきの車両



18 

 

があり、そのほか３台が通常の車両ですが、学校とも協議して、今の

配備で問題なく運行しています。 

安井委員    篠山養護学校のスクールバスですけども、４ＷＤになってますよね。 

ほかのスクールバスは、ＦＲだと思うんですけど、何で養護学校のス

クールバスだけ４駆にしなきゃいけないのか、その辺説明お願いでき

ますか。 

教育委員会   １台は降雪時などの悪条件に対応する車両として４ＷＤを要望され

ており、来年度の予算で購入する予定としております。 

栗山副座長   学校施設維持管理費の工事請負費ですが、丹南中学校の駐車場整備

の財源としましては、自治振興事業貸付・駐車場整備事業５，８９０

万円とされておりますが、駐車場整備するに当たり、財源がこのよう

に金額が大きいものですので、賃貸で行うとか、あるいはバスを使っ

て、年に１０回ぐらい、そういう行事があるときに使うとか、そのよ

うな考え方はなかったんでしょうか。 

教育委員会   賃貸につきましては、方針を決めていく中で、今回のように相手方

の御都合で今年度限りということになったときは大変ですので、賃貸

ではなく買収する方針を決定させていただきました。また、バスの送

迎という協議よりもまず、今の駐車場が近くで便利なところにありま

すので、まずは、丹南中学校の近隣を最優先に考えて、それ以外にも

工事費や土地の所有権、利活用など、考慮しながら場所の選定をさせ

ていただきました。 

栗山副座長   いろいろと考慮はしていただいておるとは思うんですが、財政再建

の真っ只中にある丹波篠山市ですんで、できるだけ負担のないような

方向で考えていく必要があるかと思いますんで、そういうことも、頭

に入れていただいたらと思います。これは意見です。 

恒田委員    スクールバス管理事業の需用費で、西紀北のスクールバスの車庫代

で電気代、上下水道代、修繕料が上がっていて、例年これぐらいの予

算は上がってるんですけども、今、車庫に入っている車は、７人乗り

の電気自動車だと思うんです。今後もこれぐらいの車庫が必要なもの

か、その辺の説明を願いたいです。最初は、西紀町時代に大型バスと

中型バスを２台入れていた車庫だと思うんですけど。 

教育委員会   電気自動車導入については、当時日産自動車様から、期間限定で無

償貸与いただきました。電気自動車でしたので、充電設備の電気工事

をした経緯もございますので、今のところそのまま使用する方向で考

えております。 
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安井委員    小学校及び中学校教育振興費について、扶助費の件ですけど、扶助

費を支給する対象というのは、生活保護の家庭なんですか。基準を教

えてください。 

教育委員会   特別支援教育就学奨励費については、小中学校の特別支援学級に在

籍する児童生徒が対象で、国の基準に基づく世帯所得によって認定し

ており、生活保護基準の約2.5倍以下が目安となっております。 

次に、要保護、準要保護援助費については、市の基準で認定していま

すが生活保護を受けられているお子様につきましては、基本的には生

活保護費のほうから支給されますが、生活保護費から支給されない修

学旅行費について、要保護・準要保護援助費から支出しています。そ

れ以外の基準については、児童扶養手当を受給されている家庭、また

所得要件として、生活保護基準の約1.3倍を上限に認定をしておりま

す。そのほか、主な生計維持者が死亡されたり、長期療養が必要な場

合や、もしくはその火災に遭われた場合などの要件で認定しておりま

す。 

安井委員    子どもの数が多いとかいうのもそういう要素には入るんですかね。 

教育委員会   世帯人数によりまして、所得の上限基準が変わってきますので、人

数が多い御家庭につきましては、所得の上限が高く設定されています。 

恒田委員    小学校管理費の負担金補助及び交付金の中でですね、毎年、へき地

教育分担金という負担金が計上されてるわけですけども、事業するに

当たって、財源の中でへき地債を使ったようなものがあるのか、お尋

ねしたいんですが。 

教育委員会   以前は、スクールバスの購入等に充てていたこともありますが、こ

こ数年は、へき地に関する事業の要件に該当しないため、受け入れは

ございません。 

栗山副座長   原材料費のまさ土について、全小学校に入る予定なんですか。 

教育委員会   学校要求であるが、運動場の土が雨などで流れた際にはまさ土を補

充しており、結果的に全学校から要求があがっております。 

栗山副座長   今回の予算では何校分を予定しているんですか。 

教育委員会   全ての学校に割り当てています。 

安井委員    中学校教育振興費の備品購入費の図書ですけど、これは各学校の図

書室の蔵書の分かと思うんですが、これは、各学校に対して一律なの

か、それとも児童数などを加味して分けられているものなのか、その

辺を説明してください。 

教育委員会   図書の購入費につきましては、学級割と人数割という形で、それぞ



20 

 

れの学校の学級数、生徒人数に応じて全学校に配当しております。 

 

休憩     （１２：２０～１３：２０） 

 

【主な説明】 

東部学校給食センター   別紙のとおり（資料 ５） 

西部学校給食センター   別紙のとおり（資料 ６） 

田園交響ホール      別紙のとおり（資料 ７） 

 

【主な質疑】 

安井委員    西部学校給食センター管理費ですけども、備品購入費のところなん

ですが、軽トラック購入となってるんですが、今まで使われてたのは

何年使われていて、軽トラックは配送じゃないと思うんですが、どう

いう使い方のものなんでしょうか。その辺もう少し詳しく説明お願い

できますか。 

教育委員会   初年度登録から２１年経過した軽トラックになっております。西部

学校給食センターができる前は、他課で使用されていたものを西部学

校給食センターができたときに、譲り受けたものです。軽トラックの

使用といたしましては、もう１台バンの公用車があるんですけれど、

事務連絡として、２台とも使用する場合がございますので、そういう

使用であったり、外回りの草や木などの環境整備したときの処理であ

ったり、生ごみ処理機で発生した堆肥のほうを学校園へ配ったりとい

ったような形で軽トラックの使用をしております。 

安井委員    交響ホール管理費ですけど、工事請負費の中でトイレ洋式化等とあ

るんですが、これは、洋式化のほうは全てウォシュレットになるんで

すか。それとも暖房便座のみなんでしょうか。その辺もう少し詳しく

説明お願いできますか。 

教育委員会   来場者用のトイレですけども、女性用トイレが９基あって非常に混

雑しますので、もう１基だけスペース的に確保できるということで１

基追加するんですが、そこに関しては暖房便座のみとなってウォシュ

レットはついておりません。また、事務所横がまだ３基だけ、まだ和

式もいるということで残したんですけども、昨今、ほとんどが洋式を、

希望されておりますので、そちらも洋式にするんですが、そこも暖房

便座のみとなっております。楽屋は、もともと洋式だったんですけど

も、暖房もついてない洋式便器で、楽屋は非常に汚いといった御意見
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もございまして、こちらも検討しまして、便器を丸々ウォシュレット

に取りかえました。楽屋に関しては衣装等々、着物とかもありますの

で、ウォシュレットのほうが、非常に好まれるだろうということでそ

このみウォシュレット化をしております。その他、障害者用のトイレ

は２基ありますけどもそちらのほうは、１０年ほど前からウォシュレ

ットにしております。 

安井委員    改修されるんやったらウォシュレットに全部してあげたいような気

もするんですけど。楽屋はウォシュレットたけど、観客は違うってい

うのは何かちょっとひっかかるような感じを受けるんですがその辺

は、どう思われていますか。 

教育委員会   全部ウォシュレット化を考えたんですけども、電源容量が、今のキ

ュービクルでは足らないということで、ウォシュレットにすると非常

に、お湯を一気に沸かすので、今、お客さん用で１０基ぐらいあるん

ですけど、そちらを全部ウォシュレットにするともう容量が足らない

ので、電源から変えていかないといけないということで、将来的には、

キュービクルももうそろそろ古いので変えなければいけない。そのと

きには、容量もちょっと余裕を持ってというふうなことも、将来的に

は考えていけないなというふうには考えております。 

河南委員    東部・西部学校給食調理費について、東部は賄材料費が約３５万８，

０００食、西部は、約４０万５，０００食と５万食ぐらい違うんやけ

ども、この辺はどうなんですかね。機械が合理化されとる。西部は新

しいから合理化できとったら、人が少なくても済んじゃないか思うん

ですけど。製造量と人員の関係はどうなってるんですか。 

教育委員会   機械や整備としては西部のほうが新しいんですけれど、例えば、炊

飯のところ、フライヤーのところ、そういう場所場所に配置される人

数というのは、どちらも業務上、同じぐらい必要になってきます。 

機械が新しい、古いは関係なく、時間内に給食をつくるに当たって、

必要な人数ということで、東西ともに人員の差はないということにな

っています。 

河南委員    最低人数がいるというような理解でいいんですね。５万食分、一方

が忙しくて、もう一方が暇やというような感じやなしに最低人数がい

るということですか。 

教育委員会   西部のほうが新しくて、食数が多い。東部のほうが古くて、食数が

少ないではなく、今のところ、この人数でこなせる容量になっており

ます。 
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河南委員    資源化物売却料について、東部は天ぷら油を３０００ℓほど売却され

てるんですけど、西部はどうなんですか。 

教育委員会   西部も売却しています。東西まとめての数量を、担当の東部のほう

でまとめて計上しています。 

安井委員    東部学校給食調理費に各幼稚園から中学校までの給食の単価が、２

３０円から２８０円と出てるんですけども、これは、近隣自治体の給

食費と比べて安いんでしょうか、高いんでしょうか。 

また、昨年、学校給食甲子園で優勝されて、非常に喜ばしいことだ

と思うんですけども、ある程度その優勝メニューだけやなしによいメ

ニューを維持しようと思ったら、この値段は適当なのでしょうか。そ

の辺について少し説明をお願いできますか。 

教育委員会   給食費の近隣との比較ですが、数年前までは少し、丹波篠山市は高

いランクにあったかと思いますが、他市のほうが、消費税増税などの

タイミングで値上げをされたところが多かったので、現時点では、平

均的な単価の位置になっていると考えております。 

また、学校給食甲子園で優勝させていただいて、これからもいろん

な意味で、おいしくて安全安心な給食を子どもたちに届けていかなけ

ればと考えております中で、単価といたしましては、一般財源のほう

で、特産品補助として、幾らか予算化していただいてることもありま

すし、毎月見積もりをとって購入していく中で、消費税も８％のまま

となっておりますし、結構安く納入していただけるようなとこもあっ

たりして、栄養価は下げることなく、バランスをとりながらデザート

をつけるなど、めり張りをつけて、子どもたちに喜んでもらえるよう

な給食を届けていけていると考えております。 

河南委員    西部学校給食センターのおにぎり機について、最近は使われとんで

すか。試験的にでも使うという、そういうことをやられてるんですか。 

教育委員会   おにぎり機につきましては必ず年に１回、稼働させています。動か

さないと、やはり傷んでいきますので、メンテナンスを含めて必ず年

に１回稼働研修の形で現在稼働させております。 

河南委員    必ずそういう点検だけはやってもらわないと、いざというときに使

えない。前のフェノールみたいな状況が発生したときに、あっても使

えないということのないようにだけしといていただきたいということ

です。 

安井委員    田園交響ホールのなんですけども、石川さゆりさんの公演が８月に

延期になったんですが、それによって追加的にポスターなどの費用が
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発生するんでしょうか。 

教育委員会   石川さゆりさんに関しては、繰り越しということで、これから出さ

せてもらうんですけども、８月２２日に延期公演ということでさせて

いただこうと思ってます。その分で既にもうポスターとか、それから

諸経費など、いろいろなものが大体３０万円近く捻出してるんですけ

ど、それに関しては、今年度の事業費が少し残ってますので、その中

で流用できないか、財政課と協議しており、できれば今年度の財源の

中で流用して繰り越しでさせていただこうというふうに考えておりま

す。 

安井委員    桂文珍さんのふるさと独演会なんですが、一般３，５００円でシル

バー割が１，５００円と倍以上の差があります。私、去年からシルバ

ー割で行かしていただいたんですけど、シルバーに対して優遇し過ぎ

じゃないかというか、そんだけ優遇するんだったら、一般の人をもう

ちょっと下げてあげたほうがいいんちゃうかなとか、何かそういう印

象を受けたんですけど、この辺の価格設定っていうのは、どういうふ

うに考えておられるんですかね。 

教育委員会   他館で大体金額見ますと４，５００円というふうな金額でされてま

す。ホールのほうで３，５００円という設定をさせてもらってるのは、

文珍さんの御好意で、ふるさと大使であるということで、一般の出演

料より５０万円ぐらい安く、来ていただいてるということで、入場料

も３，５００円という設定をさせてもらって、その中で高齢者の方も

毎年楽しみにしておられるので、何年か前ぐらいから、ふるさと基金

のほうを適用して、１，５００円という値段を設定させてもらったん

ですけども、今言われるようにちょっと開きがあり過ぎるということ

で一般の方にもちょっと還元しても、いいのかなとは思うんですが、

今後の課題ということでよろしいでしょうか。 

安井委員    はい。 

田村委員    給食の材料費なんですけれども、今、新型コロナで全国的に学校が

休みになって、給食関係の給食センターであったり事業者であったり

皆さん、さまざまな理由で困っておられるということを、ニュースな

どで見るんですけれども、丹波篠山市の給食センターでは、材料はも

う購入された状態なんでしょうか。それともまだ、未購入の部分って

いうのも、この休みの期間に含まれているんでしょうか。また購入先

といいますか、そのあたりはどのような形で、どこから購入するのか、

そういう情報があればちょっと教えていただきたいなと思います。 
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教育委員会   臨時休校措置がとられたのが２８日ということでしたが、本市は、

３月２日の月曜日は給食がありましたので、２８日の時点で、３日以

降の食材については、キャンセル受けていただけるところは受けてい

ただいて、キャンセルできないものは、ほぼ冷蔵冷凍食品なんですが、

それは、３月の献立自体を組み替えましたので、１６日から再開され

たときに、使用できるという形になっておりまして、現時点で廃棄と

か、そういったものはない状態になっております。後へ回しているの

が、冷蔵、冷凍食品なので、１６日以降も給食がなければ、また、４

月以降の献立で考えていかなければならないかというふうに思ってお

ります。 

田村委員    キャンセルされた分もあるということなんですけれども、材料の購

入先としては、大体いくつぐらいのところをキャンセルされたんでし

ょうか。 

教育委員会   １０程度の業者になるかと思います。給食の材料ですので全てのも

のがあるんですけれど、例えば肉の場合、止めても店頭で販売できた

りしますので、止められなかったものは、調味料とか、もう既に注文

が通って製造されているようなものや冷蔵、冷凍食品といったものに

なっております。 

隅田座長    年間の予定給食数が、東西で３５万食と４０万食なんですが、アレ

ルギー除去食というのは、このうちどのぐらいになりますかね。 

教育委員会   この内の除去食の食数は、対象者数にもよりますので、現時点、算

出できませんが、３１年度ベースで、対象者数は、東部が４２名、西

部が７７名の合計１１９名でございます。 

栗山副座長   東部学校給食調理費の需用費に８，６５４万８千円と出ておるんで

すが、賄材料費のところで、精米及び米粉、牛乳代、野菜、肉、調味

料代等、なんですけど、これの購入ついて今説明あったんですけど、

市内の業者から購入していただいてると思うんですが、その状況をち

ょっと教えてください。 

教育委員会   お米はＪＡ丹波ささやまのお米を兵庫県学校給食・食育支援センタ

ーを通じて、納品していただいております。また、牛乳につきまして

は、丹波市の丹波乳業から納品していただいてます。野菜等につきま

しては市内の業者が数社、また市外の業者もありまして、見積もりを

させていただいて、単価で納品していただいております。お肉につき

ましても市内の業者数社と、市外の業者でやっております。調味料に

つきましては、市外業者になっております。 
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栗山副座長   市外と市内と両方あるようですけども、どうしても市外にならざる

を得んものは仕方ないとは思いますが、努力できる範囲であれば、市

内の業者で賄っていただきたいなというような思いがありますんで、

市の税金でございますんで、市内でできるだけ、使うという方向性を

理解していただいたらうれしいと思います。 

 

【主な説明】 

学校教育課 別紙のとおり（資料 ８） 

 

【主な質疑】 

安井委員    教育研究所事業費の遠隔教育システム活用事業について、昨今のコ

ロナウイルスにかかる学校の臨時休業や小規模校に対する活用が図ら

れれば意義のある事業になると思う。システムの有効活用を期待して

いる。 

田村委員    会計年度任用職員の報酬について、６人分の中に指導主事、所長は

含まれているのか。 

教育委員会   ６人の内訳は、会計年度任用職員の「学校情報化専門員」「ＩＣＴ

支援員」「学校経営指導主事」の３職種６人分となる。 

栗山副座長   遠隔教育システム活用事業について、学校で活用するものだと思う

が、家庭に持ち帰って活用することはできないのか。 

教育委員会   遠隔教育システムの活用として、将来的にはそのような活用も考え

られるかもしれないが、現在のところは、まず学校間を中心に、学校

間同士での活用を研究していきたいと考える。 

隅田座長    学校地域連携事業について、日本語指導等の支援を必要とする対象

児童生徒数は何名いるのか。 

教育委員会  現在のところ、４月１日現在で３１名になる。 

隅田座長    教育研究所では、１７事業を行うとのことだが、学校教育課の任務

と教育研究所の事業は、明確に線を引くことができるのか。それとも、

重複するところもあるとの認識なのか。 

教育委員会   業務遂行にあたっては、すみ分けが必要ですが、業務の内容によっ

ては、連携しながら共に実施していかなければならない業務もある。

業務内容について、精査、検討しているところである。 

隅田座長    仕事の振り合いになってしまわないか心配をしている。配慮して仕

分けをするという認識でよいか。 

教育委員会   研究所所長と学校教育課長とで調整しながら、ともに協力してやっ



26 

 

ていく。 

安井委員    学校教育充実事業について、部活動支援員が来年度から市の職員に

なるということで、教員の負担減につながると期待するが、要するに

対外試合等の引率ができることになると理解していいのか。また、同

職種に対して年齢制限や資格等の取り決めはあるのか。 

教育委員会   資格としては、専門的な知識と技能を有して、スポーツ、音楽、美

術等における活動の楽しさや、段階的な指導ができる方を指導者とし

て任命するということにしている。学校のニーズに合わせて公募を行

い、面接等を経て採用していきたいと考える。主な職務内容は、実技

指導はもちろんのこと、安全予防等の指導、用具や施設の点検管理、

学校外での活動等における引率業務、保護者等への連絡など、従来、

支援員の方ではできなかった業務を指導員の方に担っていただくこと

になる。 

安井委員    指導員の方は、教員のＯＢの方が適任であると考えられるが、年齢

制限はあるのか。 

教育委員会   年齢制限はない。 

栗山副座長   指導員は常勤となるのか。あるいは部活があるときだけになるのか。

生活指導までとなると常勤と思うがいかがか。 

教育委員会   指導員は、パートタイムの会計年度任用職員となる。勤務時間の上

限を定めており、一つの部活動に対し、月４０時間を上限としている。 

田村委員    部活動支援員で会計年度任用職員は６２人ということなんですけれ

ども、各中学校の部活動の支援員の数というのを教えていただければ

と思います。 

教育委員会   令和元年度実績では、延べ１５人の方にお世話になっている。内訳

は、篠山中学校が４名、篠山東中学校が３名、西紀中学校が４名、今

田中学校が１名、丹南中学校が３名となる。 

教育委員会   配置人数については、学校あたりに何人という枠を決めているわけ

ではない。学校の実情に応じて配置することとしている。 

田村委員    月に４０時間を上限と定めているとのことだが、超えるような必要

性が出てくる場合は、時間を増やすのではなく、新たに支援員を雇用

するという考えか。 

教育委員会   例外的な場合は別として、上限を４０時間としている。学校から事

前に提出される計画書をもとに配置の調整をしていく。過去に３年間、

実績を見る中では、上限を超えたことはなく、来年度も時間内で活動

いただく予定である。 
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安井委員    指導員の配置にあたっては、学校長から教育委員会に、何人、どう

いうクラブに欲しいかという要請に基づき配置されると理解してよい

のか。 

教育委員会   その通りである。令和２年度の配置については、教員の配置が決ま

った段階で校長等からの要望を聞き、指導できる方を公募していきた

いと考えている。 

田村委員    部活動指導について複数を兼ねる場合でも４０時間を上限とするの

か。 

教育委員会   一部活動につき、月４０時間以内と定めている。複数校を兼ねたこ

とで、一部活動への支援時間が少なくならないよう配慮していく予定

である。 

隅田座長    教育研究所の設置にあたり、学校教育課の指導主事の人数はどうな

るのか。また、教育研究所の業務については研修、学校運営、発達障

害児への支援などがあるが、学校教育課はどのような分野を受け持つ

のか。 

教育委員会   両課とも、学校教育全般に関わる部分を担うことになる。研究所の

主な研究項目としては、先ほどの説明にあったように、学力向上、学

校園経営、幼児教育、生徒指導、特別支援教育、教育の情報化を柱と

して取り組んでいく。現在、学校教育課で持つ業務の一部を研究所で

行うことになる。 

学校教育課及び研究所の指導主事（正規）については、全体で１名

増員となる。研究所には、正規の指導主事を３名配置する。うち１名

は学校教育課の指導主事を持っていくため、学校教育課は、今の体制

から指導主事は１名減となる。 

安井委員    学校地域連携事業のフォリナーサポーターについて、日常生活や学

校生活に必要な初期日本語の指導・支援は、一人一人に対して行うの

か、もしくはある程度の外国人児童生徒を集めて指導するのか説明願

う。 

教育委員会   一対一で行う場合、複数で指導する場合もある。個別・複数対応の

判断については、コーディネーターという役職を設置し、個々の日本

語能力を判断して方法を決定する。 

栗山副座長   教育研究所事業費の報償費でスクールソーシャルワーカーの謝金８

５４万円と説明があったが、現在の不登校の状況を説明願う。 

教育委員会   １月末現在で、市内小学校で不登校児童が１３名、中学校が３８名

という状況である。前年度と比べると小学校は若干増加している傾向
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にある。中学校は、前年とほぼ同様の傾向にある。学校に来ることが

できない要因については特定することが難しく、複数のことが複雑に

絡み合っている。そのようなことを追求するというよりも、子どもの

実態を見て、本人の自尊感情や意欲を高めていくという視点で、スク

ールソーシャルワーカーを学校へ派遣し、ケース会議を実施するなど

組織としてどう関わっていけばよいかを検討している。しかしながら、

うまくいかないケースもある。そういった場合は、目標を設定し直し、

再度取り組んでいく。こういったことを年間繰り返しながら課題解決

に取り組んでいる。 

栗山副座長   先日、氷上中学校に行った際、不登校ゼロを目指すとのことであっ

た。取組の中でゼロに近づくことを願うところだが、いろんな要因が

あるので、一筋縄ではいかないとは思う。大変難しいとは思うが、取

り組むしかないと思う。市内中学校で不登校３８人は多いと感じる。 

私たち議員も何らかの方法はないかと探っている。スクールソーシャ

ルワーカーの負担は重いと思うがいかがか。 

教育委員会   不登校対策においては、スクールソーシャルワーカーのほか、スク

ールカウンセラー、適応指導教室ゆめハウスもある。ゆめハウスに通

級している児童生徒は、昨年に比べ大幅に増えている。不登校とは、

３０日欠席をすることによって、不登校にカウントされる。しかしな

がら既に３０日欠席はしているが、登校できるようになった子どもた

ちもいる。単に数字が出たからといって、不登校になっているという

わけではなく、既に復帰している子どもたちもいる。学校には行けな

いが、ゆめハウスには通えているという子どもたちもいる。委員がお

っしゃったように、一人一人のケースが違うので、個別での対応をし

っかりと行っていきたいと考える。 

田村委員    スクールソーシャルワーカーを中心に年間を通して会議を開いてい

る中、うまくいかない場合もあるとのことだが、何をもってうまくい

かないと考えるのか。 

教育委員会   児童生徒自身の想いなどを引き出せない場合がある。保護者から伝

わってくることはあるが、本人から自身の考えを引き出せないと、実

態をつかむことは難しい。カウンセリングも進めるが、カウンセリン

グにたどり着くまでにも時間を要するという実態もある。そういった

ところで、試行錯誤して取り組んでいくが、本人の考えと一致させる

ことは、非常に難しい。その場合は、アプローチの仕方や目標設定を

変えながら、試行錯誤してやっているという意味である。 
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田村委員    昔よりも随分進んでいて、話を聞き安心しているところだか、現在

の不登校は５１名とのことだが、その子どもたちが、登校するという

のが正解ではないということは、文科省の指針でも、明確に言われて

いる。そのあたりの意識というのは、教職員には徹底されているのか。 

教育委員会   そのことは、非常に大切なことであり、学校へ登校することを目的

にしてはいけない。例えば一旦登校しても、高校へ行って登校できな

くなるというようなケースも聞いている。社会に出てからの自己実現、

そういったところを目標にして、自立できる状況へ、近づいてくれる

ことが１番大切なところであり、研修等を通して教員に伝えていると

ころである。 

恒田委員    部活動支援ということで、月４０時間、１５人の方が中学校におい

て、先生の補助や生徒への指導をされているとのことだが、今後の方

向性として、クラブを廃部する方向であった学校において、存続する

形にされた。丹波篠山市における部活動に対するあり方、方向性につ

いての考えを聞きたい。 

教育委員会   部活動については、少子化の影響も含めて、単独の学校で維持でき

ない状況にある。子どもたちのスポーツ環境をどうするか、しっかり

考えていかなければいけない段階に入っていると考える。そのことを

含めて検討していきたいと考える。 

恒田委員    生徒たち、そして地域のあり方を検討しながら、進めていってほし

いと思う。 

 

休憩     （１４：５０～１５：０５） 

 

【主な説明】 

社会教育課  別紙のとおり（資料 ９） 

 

【主な質疑】 

恒田委員    丹波篠山総合スポーツセンター管理費の人工芝グラウンド代替地借

地料について、人工芝グラウンドは平成１６年に工事が完了して、１

８年の国体に向けてだったと思うんですけども、もう使って１５年に

なるんですけども、人工芝自体を取りかえる時期に来てるんじゃない

かと思うんですけども、その点についてはどうなんですか。 

教育委員会   全体的な総合的な改修計画を今後、検討していくという予定にして

おります。 
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恒田委員    今後というのは、令和２年度ということなんですか。多分耐用年数

は１０年ぐらいで、人工芝自体は過ぎてると思うんですけど、どうな

んですか。 

教育委員会   実際の人工芝自体は、当初、いろんな種目を想定して少し長い芝の

ものを使っています。現状は、ホッケー競技が最も多く使っている中

で、かなり減ってきているということは事実でございますので、今後、

改修等、芝も含め、総合的な改修を検討したいと思っております。 

隅田座長    令和２年度に計画をつくるということでしょうか。 

教育委員会   人工芝の耐用年数につきましては、１５年ということで聞いており

まして、１２月議会のときにも、委員から御質問ありまして、総合的

な形で整備を検討していくということでしておりまして、令和２年度

にその計画をつくるということではないんですけども、近年中にはと

いうことで、今、計画をしているところでございます。 

安井委員    需用費にトレーニング室のエアコン交換工事が載ってるんですけど

も、ここカビの問題が生じてましたので換気扇ではなく、エアコンだ

けなんでしょうか。それともほかにも、対策はされるんでしょうか。 

教育委員会   エアコンの取りかえをするという工事を計画しております。 

恒田委員    東京２０２０オリンピック・パラリンピックホストタウン事業につ

いて、全員協議会で以前、内容聞かせてもらったんですけども、見て

いますと、バハマから丹波篠山にこられるということなんですけども、

予定としてはどれぐらいに来られる予定なのか。市内を観光してとお

っしゃったんだけども、バハマの方が丹波篠山市に来られて、そうい

うスポーツにかかわって、懇親を深めて、そして東京へ行って、オリ

ンピックに参加するというふうなイメージを持っているんですけど、

どうなんですか。 

教育委員会   ２泊３日という予定でしております。 

恒田委員    その費用については当市が持たなくてもいいということでいいです

ね。これ見てたら職員さんが東京行かれる往復の費用などが計上され

てると思うんですけど。 

隅田座長    わかってる範囲でもう少し詳しくバハマの人の受け入れの状況、計

画をお願いします。 

教育委員会   今御質問いただきました来られる選手等に何かお支払いするという

ようなことはございません。あと、実行委員会の中で、実際の旅費で

あったり宿泊とか移動経費とかいうものはそちらのほうで考えていき

たいと思っています。詳細につきましては、大体２泊３日の予定で現
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在、歓迎式とか、子どもたちとのスポーツ交流とか、歴史文化に触れ

ていただくということで、丹波焼の創作体験と、建造物を見ていただ

くなどの体験を通して、帰国後に丹波篠山市を広めていただくという

ような計画でございます。 

恒田委員    補助金のところに３２３万円が入ってるんで、その中でバハマから

こちらに来られる費用も含まれてるというイメージでいいんですか。 

教育委員会   旅費、宿泊費、移動バスの経費、また食事や飲み物代、その他、通

訳者謝礼や施設使用料等、合計３２３万円ということの補助金として

おります。 

河南委員    何でバハマに決まったんですか。 

教育委員会   相手国の選定につきましては、有意義なスポーツ交流と文化交流を

行うという観点から、特に丹波篠山市内の子どもたちがオリンピアン

の圧倒的なパワーとスピードを体験して、また異文化に触れることを

目的としております。スポーツ、文化での交流を条件として、内閣官

房に問い合わせたところ、まず、陸上競技でトップレベルの選手が所

属をしているということが１点。もう一つ文化のほうでは、ユネスコ

創造都市ネットワーク加盟都市ということで、丹波篠山市と同じで共

通項があることというのは、国の首都のナッソーが、クラフト＆フォ

ークアート分野で、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市であるこ

とから、今後の国際交流も視野に入れ、お互いの条件で歩み寄りなが

ら、決定しました。 

河南委員    ユネスコの関係で、丹波篠山市からここでよろしいということで進

められたのか、その辺はどうなんですか。 

教育委員会   内閣官房との調整、話し合いの中で条件といいますか、スポーツと

文化交流ができるというところでどこかよいところはないですかとい

うような話の中から、バハマという国名が出てきたということでござ

います。 

安井委員    オリンピックの関係なんですけども、説明では陸上競技のアスリー

トの方を、市内の青少年なりに見てもらう場っていうか、そういう場

を設けるためにこの事業に意義があるということだと思うんだけど

も、バハマの選手たちが観光とかで回られるんであれば、あんまり意

味がないって感じるんですよね。実際、そういう例えばスポーツセン

ターなりで、小中学生とかを集めてそういうような行事は、考えてお

られるのか、その辺を確認したいと思います。 

教育委員会   令和２年度に入りましたら、実行委員会を立ち上げて、進めていく
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という中で、詳細については検討させていただくということにしてお

りますが、もちろん子どもたちに集まっていただいて、そういう選手

と触れ合うという体験ができるというような、行事、イベントは考え

ていきたいと思っております。 

安井委員    補助金の３２３万円っていうのは、そういう事業に使う費用なんで

すか。もう少し詳しく説明をお願いしたいんですけど。 

教育委員会   まず、旅費、宿泊、移動バスというのは、招待選手、関係者の交通

費でありましたり、宿泊費という部分でありましたり、バスを借り上

げるバスの経費であったりという部分がございます。また、食事や飲

み物代、その他通訳者謝礼、施設使用料、これは施設を利用して、い

ろんな行事をする場合の使用料等の合計ということで３２３万円とい

う計上でございます。 

隅田座長    子どもと触れ合える場所も含まれておるということでいいんです

ね。 

教育委員会   その通りです。 

安井委員    保健体育総務費の補助金５０９万９，０００円なんですけど、各Ａ

ＢＣマラソンとかいろんなものに対する補助金が出てるんですが、ほ

ぼ例年どおりの数字というふうに理解したいんですか。それとも、今

回上がってて、その特徴は、いつもと違うような、要するにものによ

って金額が、えらい違うわけなんですけども、そのあたりの説明なり

をお願いしたいと思います。 

教育委員会   大きく変わってございません。 

田村委員    ホストタウン事業なんですけれども、ホストタウン事業の実行委員

会が丹波篠山で組織されているっていう予定があると聞いたんですけ

ど、その内訳といいますか、どのような団体が含まれているんでしょ

うか。 

教育委員会   今現在はまだ実行委員会という組織として立ち上がっておりませ

ん。今後、立ち上げていくということで庁内で調整をするという段階

でございます。 

教育委員会    ホストタウンの事業については国の大きな施策、東京オリンピッ

クを契機に、各国の皆さんと交流というふうなことで、市民の方から

の要望も踏まえてということになっております。どこの国がいいのか

ということで、オリンピック組織委員会、あるいは内閣府のほうで調

整されてるような部分がありましたので、そちらのほうとも十分調整

に入っていただいてですね、今回、バハマということになりました。
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実行委員会を組織するということなんですけども、今のところ、市の

ほうで今ちょっと打診という形にしておりますのは、スポーツ推進委

員会さん、まず、そちらのほうがいいんではないかということで、ほ

かいろんなスポーツ団体がありますので、そちらの団体のほうにです

ね、今後、呼びかけをさせていただいて、今御質問のとおり、ただ単

にバハマの方が来て、観光ということでは何の意味にもなりませんの

で。ただ、オリンピックの前と後、どちらかというところでなかなか

難しいような、選定の時期になっています。できれば、オリンピック

の前に来ていただいて、市内、少し観光していただいて、子どもたち

と交流をしていただくのがいいのかなということではこちらとしては

思ってるんですけども、相手国のことがありますので、うちはどのほ

うがいいよとかいうふうになれば、柔軟に変えていかなければいけま

せんが、交流ということは当然必要だと思いますので、できれば、子

どもたちとの交流という機会をできればなというふうに思います。た

だ、学校の時期ということがあったり、それから休みのこともあると

思いますので、その辺、うまく教育委員会で事業がうまくかみ合うよ

うな事業があれば、そこに合わせていければなというふうに思うんで

すけども、日にちの決定がまだ十分決まってない中ですので、日が確

定すれば、新たに集めていくのか、今ある既存の事業の中にうまく組

み込んでいけるのか、その辺をスムーズに、スピーディーにやってい

ければなというふうに考えております。今のところそういうことで考

えておりますので御理解いただけたらと思います。 

安井委員    バハマの選手団というのか、それが何人ぐらいなんかわかりません

けども、バハマ国との交渉というのは内閣府を通じてやるんですか。

それとも、市の担当が直接バハマ国の選手の代表みたいな方と、メー

ルのやりとりとか何かで交渉されるのか、そのあたりをちょっと教え

てください。 

教育委員会   先般東京の内閣府のほうに行かしていただいて、直接このホストタ

ウンの担当の方とお話をさせていただきました。今のところ内閣府の

方に入っていただいて仲介という形になってるんですけれども、今後、

具体的なやりとりになってくるとですね、直接丹波篠山市さんとお話

をしていくことになるだろうということで、途中までは、内閣府が、

間に入ってもらうんですけども、あと直接、バハマと英語でやりとり

をせんなんというふうなことになるようなことですので、その辺はち

ょっと英語が堪能な職員ともですね、情報共有して、お願いもしなが
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らですね、スムーズにいくようにしたいと考えております。 

安井委員    ひょうご放課後プラン（子ども教室型）事業のところの指導者への

謝礼について、城東は１６０日活動で、ほかと比べて圧倒的に多いん

ですが、今回新たに城東小学校区が加わって城東小学校がすごく多い

のですけれども、それは、活動の種目とかそういうのによって違うん

ですか、ほかの学校と比べて、城東が飛び抜けて活動的なのはどうい

うことなんでしょう。 

教育委員会   城東校区につきましては週に４回、火水木金開催の予定ということ

でございますので、回数が多いということでございます。 

安井委員    火水木金で具体的にどのようなことをされるのか説明いただけれ

ば。 

教育委員会   １年生から３年生のうちでスクールバスを利用されている児童を対

象として、放課後お迎えのバスが来るまでの間の時間の中で、地域の

方に参画していただいて、宿題をしたりとか、いろんな遊びをしたり

というようなことで計画をされています。 

安井委員    放課後の学童保育と似ているような感じと理解していいんですか

ね。 

教育委員会   これは、文部科学省からの制度で、預かりは厚生労働省の制度でと

いうことで、事業内容は似ています。 

安井委員    青少年育成一般費の負担金補助及び交付金のところで、丹波少年自

然の家負担金３９１万８，０００円と結構高いわけですけども、市と     

してあんまり利用されてなくって何か負担だけしてるっていうのを毎

回思うんですが、負担してるんだったらもう少し何かこう活用すると

かそういうことはないんですか。 

教育委員会   丹波少年自然の家につきましては、阪神、丹波地区で９市１町事務

組合という形のものが、管理運営をされているということの中で、都

会のお子さんと山間部地域の交流も含めてということなんですけれど

も、ほとんど、自然学校等に利用するという施設になってございます。

丹波篠山市の自然学校は、海のほうへ行かしていただいていますので、

自然学校としての利用としては、今現在は使っておりません。青少年

団体等が年間に何度かお使いいただいてるというような状況です。 

 

【主な説明】 

文化財課  別紙のとおり（資料１０） 
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【主な質疑】 

安井委員    文化施設管理費の委託料の中に青山歴史村管理運営委託料があるん

ですけども、この青山歴史村のところに公共トイレが建物の外側にあ

るんですが、それの管理費も含まれてるんですか。それはまた別なん

ですか。 

教育委員会   指定管理料の中にトイレの管理料、委託の部分も含まれております。 

安井委員    トイレが２４時間オープンしてないんで、使い勝手が悪いんじゃな

いかと思ったりもするんですが。お金を払って入った中のトイレじゃ

なくて外側のトイレなんでね。そこを何とかならんかなといつも思う

んですけどその辺についてはいかがお考えですか。 

教育委員会   青山歴史村に附随するトイレという位置づけにさせていただいてお

りますので、現在のところは指定管理の範囲内で見ていただくいうこ

とです。 

河南委員    脊椎動物化石保護・活用事業の化石校外学習のバス借上げ料につい

て、市内の６年生をみんなここに１回は連れてくるという、こういう

ことですか。 

教育委員会   バス借上料は、できるだけ市バスを優先して使いたいのですけれど

も、例年、予約が殺到しておりまして、なかなか予約はとれないとい

うことで全校分を見込んで積算させていただいております。ただ学校

のカリキュラムによっては、学校の希望を優先しておりますので、校

内で石割をしてほしいという場合で、バス代がかからないケースも出

てきますのでそれは臨機応変に対応させていただいています。 

河南委員    市内の６年生は、１回は行くと、その時期によっては市バスを手配

できない部分の補助をするのがこの額だという、こういうことですか。 

教育委員会   全校実施ですので、全ての６年生が校外学習プログラムを経験する

ということです。バス代については、おっしゃるとおり計上させてい

ただいています。 

河南委員    丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム推進協議会負担金につい

て、約１８０万円出とるんですけど、これはどういうふうなことをし

ようという協議会なんですか。 

教育委員会   この推進協議会は、丹波県民局、人と自然の博物館、丹波市、丹波

篠山市が所属しておりまして、実際、篠山層群自体は、丹波篠山市と

丹波市にまたがってるんですけども、そこを一体としてフィールドミ

ュージアムという構想に基づきまして一帯が野外ミュージアムという

ような考えに立って、そこをできるだけ活用するということです。川
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代渓谷やちーたんの館と、太古の生きもの館の間をできるだけ有効活

用していただくような形で、広域にわたって県が中心になって、見学

のツアーですとか、サイクリングツアーとか、石割りに関する体験イ

ベント等を行い、恐竜化石にかかるＰＲを行っています。 

河南委員    これだけ負担しとるんであればもっとあそこの発掘現場を売り出す

というんか、丹波市がこれによってね、いろいろとされている。本市

の恐竜化石の部分は何か中途半端な、やっていますよというだけの黒

豆の館からから、展示館をつくって、こっち移したと。やはりある程

度お金入れるんだったらもう少し計画的にというか、収益にもつなが

るようなね、何かそういう展開をしていく必要があるんじゃないかと。

ただ、いいものがありますよと言うとるだけじゃなしに、そこでもっ

と、客を誘致するというか、そういう仕掛けをしていかなあかんのじ

ゃないかと思うんですけど、その辺は現状維持されようと思われてい

るのか、いかがでしょう。 

教育委員会   年１回、篠山層群の脊椎動物の保護活用委員会を実施しております。

その中で専門委員も入っていただきながら、篠山層群の活用考えてい

ってるんですけども、やはり基本は、子どもたちの体験であったり、

教育的なことに軸足を置いて進めていこうというのが、丹波篠山市の

スタイルで、現在行っている事業を中心に進めています。丹波市さん

のほうは観光を軸足にされていますので、相当な予算が突っ込まれて

いますし、ＰＲもしておりますけども、丹波篠山市では、教育的な活

用することを基本方針とすることで承認いただいています。 

河南委員    並木道中央公園に併設されとって、地元の人が商売してもいい、い

かんとかいうようなことも聞いておるんやけど、やはりその辺ね地元

もあれだけの場所を提供している中、その辺をうまく活用してね、や

っていったら、もっと客の誘致とか観光客も、足をとめるというんか、

何かそういう作戦を打っていただかなこれからはあかんのやないかな

というふうに思うので、今後検討していただきたい。同じ金かけるな

ら有効に使っていただきたいと思います。 

安井委員    町並整備事業の伝建協総会研修会実行委員会補助金が８３８万円出

とるんですが、もう少し詳しく内容を説明していただきたいと思いま

す。 

教育委員会   報償費約４７万円を見込んでおります。これはガイド、また基調講

演等の費用です。需用費で、地元のＰＲ費、また、試食ですとか、来

賓に対する食糧費、それと消耗品費、案内看板、のぼり旗、クリーニ
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ング代、資料の作成にかかる印刷製本ということで約１３０万円。１

番大きいのが、視察のときのバスの借上料、これが約４００万円かか

ります。あと警備委託料等も４０万円程度かかります。こういった内

容となっています。バスがたくさん必要になるというのは、市内で宿

泊場所が足りないということで、三田市の宿舎まで、どうしても送り

迎えが必要になります。宿が分散しますので、たくさんのバスが必要

になります。 

安井委員    それは参加されるところにある程度、バス代を負担はしてもらえな

いものなんですか。 

教育委員会   参加者に負担いただくのは宿泊費、それと飲食にかかる経費、それ

と資料にかかる経費。この分は負担していただくんですけども、これ

だけでも１人当たり、遠方から来られる方でしたらもう数万円の負担

になります。それ以外の経費については、丹波篠山市、もしくは協議

会からの補助金で賄っていくことになります。 

恒田委員    歳入の社会教育使用料で、市街地にあるいろんな館の入館料があり

ますが、これについては、当市の観光まちづくりビジョンに影響して

くると思うんですが、商工観光課とすりあわせた中での入館の予定な

んですかね。 

教育委員会   入館料の積算につきましては、過去３年間の分の平均値をとらせて

いただいております。昨年だけの分を見て、予算を組んでいきますと、

やはり上下がありますので、直近の３年間の数値から計算しています。 

恒田委員    市として、今後観光客を増やしていこうっていう方針だと思うんで

す。３年間の平均ではなく、上向きにしていかないといけないはずな

ので。 

教育委員会   現状のこちらの情報などは、商工観光課へ毎月、情報共有はしてお

るんですけど、この予算に関しては協議しておりません。 

安井委員    文化財保護管理費なんですけども、文化財保護の計画策定業務委託

料で５１７万円上がってるんですけど、これは、コンサルに委託する

というふうに理解したらいいんですか。 

教育委員会   これは大部分がコンサルの委託料となっております。これに関して

は文化庁の補助を受けております。基本的には１００％国の補助で、

国の指導を受けながら、計画を策定することになっております。 

安井委員    もう少し主体的に、コンサルに丸投げでなしに、担当課としてかか

わってほしいなという願いがあります。コンサルに任すと金太郎あめ

のように全国似たような計画ができるん違うかなっていう危惧をする
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わけなんで、ぜひ課長を筆頭に主体的にかかわってコンサルの言いな

りにならないような形を期待しておりますので、よろしくお願いしま

す。 

説明板作成委託料は、今何カ所ぐらい考えておられて、具体的にど

ういうところを考えておられるのか、説明お願いできますか。 

教育委員会   看板につきましては、老朽化しているものとか、不足しているもの

につきまして３件を予定しております。地域の要望を聞きながら、随

時、設置のほうを考えております。 

安井委員    今、聞いておられる３件というのはどこか教えていただけますか。 

教育委員会   まだ具体的に要望は上がってないんですけども、これまで調査して

いる部分で、老朽化している分もありますので、それも含めながら、

要望がありましたらしますし、なければこちらのほうで選定しながら

実施をしてまいります。 

栗山副座長   計画策定業務委託料５１７万円は、具体的にどの文化財を対象に策

定する予定なんですか。 

教育委員会   この計画自体が、昨年の４月に施行されました文化財保護法の改正

に基づいてる法定計画である文化財保存活用地域計画になりますの

で、市内の文化財全てが対象になってきます。例えば、丹波篠山市の

場合でしたら、城下町と街道集落と、農村集落、これは歴史文化基本

構想のときに挙げた三つの特徴なんです。こういったものをうまく結

びつけながら、活用を考えていくということです。これは各市町村の

特徴を生かし、計画をつくりなさいということですので、文化財を固

定したものではなく、全体を見渡して、計画を立てていくことになり

ます。 

栗山副座長   具体的に篠山城とか、八上城とかいうような部分も、入るわけです

か。 

教育委員会   基本的には全ての文化財が対象になります。ただ計画の中ではどう

しても代表的なものを取り上げて、まずモデルケースを示すような形

になると思いますので、それが地域全体に広がっていくようなイメー

ジで策定していくということになると思います。 

歴史文化基本構想の場合は、一つの事例ですが、街道集落の街道を

つなぐようなイメージの計画を立てたりしましたが、そういったモデ

ルケースを提示しながら策定することになると思います。 

栗山副座長   例えば、今回高城山の計画ができまして、まず試掘をしないと前に

進まないんだということも私、教えていただいたんですけど、そうい
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うことまで含んだ計画となるんでしょうか。 

教育委員会   計画自体は、ハードソフト問わず、計画の中に盛り込んでいかれま

すけども、個別の文化財の活用計画というよりは、全体をどう結びつ

けていくかというような計画になると思います。 

恒田委員    史跡篠山城跡保存修理事業について、委員謝金が昨年は、一人２万

円×５人×３回で３０万円っていうような予算が上がってるかと思う

んですけれども、今回は、どのような内容なのか教えてほしいです。 

教育委員会   お一人２万円の学識者の委員さん５名おられますので、２万円×今

年は、２回プラス現地の指導１回ということで２２万円の予算立てを

させていただいております。 

恒田委員    ２万円で５名、１回１０万円、２万円は何でした。 

教育委員会   石垣工事の進捗状況の確認を石垣の専門委員さんに来ていただきま

して、それで指導いただく形でしております。 

恒田委員    特別な方なんですね、この委員さんは。２万円っていうのは余りな

いんで、こういう謝金を渡す場合には。 

教育委員会   学識者としましては例えば、大阪城の天守閣の元館長さんですとか、

また京都大学の名誉教授ですとか、そういった方々５名でございます。 

 

休憩     （１６：１５～１６：２５） 

 

■企画総務部 

日程第２ 議案第３３号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１１号） 

【主な説明】 

総務課 別紙のとおり（資料１１） 

 

【主な質疑】 

安井委員    先ほどの説明で職員組合のおおむね理解をえられたというふうにお

っしゃいましたが、おおむねということは１００％理解を得られてな

いということなんで、どういうところがまだ完全に理解を得られてな

いのか、それをお示しください。 

企画総務部   職員組合とはこれまで協議を重ねてまいりまして、この精算方法に

つきましては、理解を得ているところでございます。おおむねと申し

上げましたのは、個々の振替業務について、振替休の取得期間がいわ

ゆる４週間以内に該当するのか、１週間以内になるのか、どちらの対

象になる業務かについて、ただいま、詰めの協議を行っているところ
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でございます。 

田村委員    今回の振替なんですけれども、役職でいうとどのあたりの層が振り

かえをとれていなかったんでしょうか。また、今回１番多い方の支給

っていうのは大体幾らぐらいになるんでしょうか。 

企画総務部   役職的に申しますと、課長補佐以下の職員という形になります。副

課長以上につきましては管理職という扱いをしておりますので、課長

補佐以下ということでございます。人数的に申しますと先ほど申しま

した該当者が３７３名ということでございますので、ほぼ全員でござ

いますので、偏った役職ということではございません。それと、支給

額の最も高額なものにつきましては、約３０万円になります。 

恒田委員    今回の時間外手当の支給については、本会議でも一般質問さしても

らいましたけど、根本的な問題として、労務管理をされてる部署とし

て、振替休日、代休の差さえわかってないっていうことはどうだった

のかちょっとお尋ねしたいんですけど。労務管理されてるほとんどの

会社、民間も含めてですけども、労務管理されている部署の方につい

ては、振替休日、代休の差ぐらいはわかっていらっしゃいます。 

企画総務部   振替休日と代休の違いですけれども、振替休日は週休日における勤

務に対して、丹波篠山市では、振替休日を運用してきたということで

す。代休につきましては、祭日、年末年始の休日について勤務を命じ

た場合につきましては代休になると認識しています。 

恒田委員    これまでからずっと同じような答弁だったんですけども、根本的な

話、社会通念上、労基に含まれている中で、振替休と代休は解釈が違

っています。４年前にも定期監査で指摘され、そのときには、市長報

告には載ってなかったらわからないですけども、指摘はあったはず。

そのときに、部長おっしゃったように、こういう具体的な支払いって

いうことまで言葉で入り込まなかったけどもあったはず。そして、職

員労働組合からも、毎年のように交渉の中で、この件については、ペ

ーパーだったんですよ多分。４年前、もっと以前からあったはずです。

そんなことが改善されなかったのか、お尋ねしたい。 

企画総務部   確かに今回の問題を調査する中で、４年前に定期監査で口頭による

指摘があったということを認識しました。その当時、平成２７年度の

定期監査の結果について所持をしておりますけれども、この中で、当

時は職員課でございましたが、総務課と職員課に対する指摘事項とし

ては、特記事項なしで、市長、副市長、そして議会に対し、定期監査

の資料として、報告がなされており、正式な指摘はなかったと認識し
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ています。 

ただ、口頭でのやりとりの中では、当時の総務部長に対し指摘があ

り、手元でまとめている会議録を見ますと、監査委員さんから時間外

勤務手当について、平日の時間外、休日の時間外、ノー残業デーの時

間外、振替や代休はどのように運用しているのか、というような御質

問に対して、当時の総務部長が、時間外勤務手当については、上司の

事前命令によるもののみが、手当の支給対象となる。職員課で把握し

ているのは、上司の命令があったもののみであると。また、監査委員

さんから、実態としてサービス残業はないか、調査をしたことがない

のか、ということで、当時の総務部長から、調査はしていないという

回答があり、また、監査委員さんから、調査する必要があるのではな

いか、振替と代休の違いは、との質問に対して、当時の総務部長さん

から、基本的に振りかえとしているという回答。そして、監査委員さ

んのほうから、取り決めはあるのかということで、当時の総務部長か

ら、イベントの場合は振りかえ、予算の関係で時間外勤務手当を支給

する場合と振りかえとする場合がある。代休ではなく、振りかえ扱い

としている。また、イベントの担当職員は、時間外勤務、それ以外の

応援については、振りかえの扱いとしている。 

ノー残業では、緊急を要する場合は、手当の支給対象とし、予算が

不足する場合で、部内調整ができない場合は、補正で対応している。 

こういったやりとりがあったと把握をいたしました。一般質問への

答弁においては、当時から振替勤務の運用をしているということでお

答えはさせていただきましたが、振替勤務ではあるものの所属長が、

振替休日を指定して、振替勤務の命令をしていなかった。またその振

替勤務を命じられた職員も年休のように運用をしていたという弾力的

な運用を承認してきたところがあります。また、労務管理を担当する

総務課も、その辺を指導できていなかったということもございます。

その辺は、前回、本会議場で申し上げましたように、真摯に反省をし

ているところでございますので、先ほど、総務課長が申し上げました

ように、今後の運用につきましては、厳正に運用をしていきたいと考

えております。具体的には、振替勤務を命じるときは、当然その１週

間以内に、振替休を指定する。そして、どうしても多くの職員が出席

する場合に、１週間以内に振替休をとらすことが、難しいという場合

につきましては、規則に則って、４週間以内に振替休をとらせて、そ

のかわりに、１００分の２５の時間外勤務手当を支給したいと考えて
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おりますので、何とぞ御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

恒田委員    今までは労使間で話をして、管理職の方がそういう運用をしたとい

うことなんですけども、もう仕方がないかなと諦めがあったんじゃな

いんですが、職員の側に、そして管理職の中にも、ルーズであっただ

けではなかったんですか。長年にわたって、行われてきていたんです。

もう言っても無理、残業手当を請求しても無理っていうようなことが、

これまでからあったんじゃないかと。今後は、これまでの反省をもと

に今、部長おっしゃったように、真摯に受けとめて反省をして、前向

きに取り組んでほしいと思うところです。 

職員相談窓口がありますよね。窓口誰が責任者ですか。 

企画総務部   職員の相談にはさまざまなことがあると思います。今回のこういっ

た時間外勤務のことであったりとか、あと健康のことであったりは総

務課で、相談窓口として受け付けています。 

恒田委員    今までのような解釈をされて、総務課でそういうことをされてると

ころに、誰が相談に行きますか。この辺についても改善をお願いした

いなと私は思います。コンプライアンスも含めてですね、今法務専門

員がいらっしゃいます。法的にその方が１番詳しいと思われるので、

市長も法的には詳しい方だと思うんですけども、そのために法務専門

員を雇い入れたはずなんです。対外的、そして、行政の内部において

も、もっと効率よく法務専門の意見も聞きながら、事業執行していた

だきたいと思うところです。   

そして、今後の考え方の中で、同一週内で取得させる、これは当た

り前のことなんですけども、どうしても日曜日始まりの暦なんで、基

本的には。土曜日に休みをとった場合には、前倒しでとっていかなき

ゃいけない。県からもそういう指導もあったかと思うんですけども、

暦の始まりを土曜日から始めたら、土曜日を法定休日と始めたら、後

にとれるんで、休日は。それは労使間で協議をすれば、済むはずだと

思うんで、その辺を、労使間で協議してもらったら、前にとるってい

うのはなかなか難しいことがあると思うんで。土曜日に休日があって

というのは、後でとれるんで、そしたら続けて、４週以内っていうの

は取りやすくなると思うんで。事業が始まる前に、特に幼稚園とか小

学校の先生も含めてですけども、事業の日よりも前だったらもう、リ

ハーサルであるとかですね、子どもたちにいろんなことを教えていか

ないといけないときに休むのは無理なので、できれば土曜日を基本に
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置いて、土曜日始まりの週という考え方であったらば、いいんじゃな

いかと思うんで、法的なことが入ってくるかと思うんですけども。今

後の課題だと思うんで、協議していただきたいと思います。 

企画総務部   平成１６年に当時の市長と組合の代表者の間で覚書が取り交わされ

て、振替休日の運用が始まったのですが、始まったころは、厳格にル

ールに基づいて運用されていたと思います。ただ、時代とともに、職

員も異動する中で、ルールが風化していってしまったと思います。 

ですから、今後は、こうした特別なルールではなくて、本来、ある

べき条例、規則に則ったルールで、厳格に運用していきたいと考えて

おります。 

それと、同一週内ということでございますけれども、厳密に言うと、

勤務日の属する週内に振替休日を取らすという考え方でございます。

ただし、恒田委員がおっしゃった週の起算日につきましては、規則の

改正が必要になってまいりますが、前向きに検討をさせていただきま

す。 

恒田委員    提案なんで、それが全てではないので、職員が仕事しやすい体制、

最終的にはその事によって、市民に喜んでいただけるような仕組みに

してほしいと思うのでよろしくお願いしたいと思います。 

企画総務部   他市の振替休日の状況も調査をしておりまして、先ほど恒田委員が

御紹介されたような運用前もございます。その辺のことについては、

議論を始めておりますが、規則の改正が必要になりますので、まだ政

策決定には至っておりません。しかしながら、できる限り、職員が振

替休日を取りやすい形に持っていけるよう検討を進めていますので、

何とぞ御理解を賜りますようにお願い申し上げます。 

恒田委員    退職されて方がいらっしゃると思うんです。この１年の間に。その

方たちへの対応はどのようにされるのかお尋ねしたいんですが。 

企画総務部   この２年間に退職した職員につきましては支払いを予定しておりま

す。 

 

 

■議員協議 

隅田座長    議員間で議論・確認等をしておいた方がよいこと等があれば、発言

願います。まず、部長等へ確認することがあれば発言をお願いします。 

恒田委員    篠山３地区の幼稚園預かり保育については、最初の審査の時に十分

な質疑ができなかったので、再度、時間をとって部長等に質問等、し
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てはいかがでしょうか。 

隅田座長    篠山地区の３幼稚園の預かりについて、部長等に来ていただいて、

質疑を行うということに対して、皆さん意見いかがでしょうか。 

安井委員    それがいいと思います。非常に大事な問題ですし、今後の幼稚園の

統廃合にも関係してくることかなと思ったりもしますので、実際、今

年、篠山幼稚園に４歳児がゼロという状態ですので、非常に問題が大

きいと思います。 

隅田座長    来ていただいて部長等への質疑を行うという方向でいかがでしょう

か。 

― 異議なし ― 

 

休憩     （１６：５０～１７：００） 

 

 

■確認質問 

恒田委員    再度確認をしとくんですけども、今後の方向性、今回の検討委員会

の最終にもあったと思うんですけども、私立のこども園にいつになる

かわからないけども、今の情勢が、状態が落ちついたときにしていく

っていう方向性だったと思うんですけども、それで間違いないんです

か。それは、おおよそどれくらいとかあるんですか。そこへ持ってい

くっていうのは。 

教育委員会   時期につきましては、明確にいつということは申し上げられません

が、当然、教育委員会としましても、最終的な、目指すところについ

ては、以前と変わっておりませんので、それに向かって、進めていき

たいと考えております。 

恒田委員    平成２５年にも同じようなことを言われて、保護者に説明されてる

と思うんです。今後はそのほうに向かって進んでいくっていう、それ

から７年、その間にですね、味間認定こども園、たきこども園など、

大きな事業があったので、担当部署としては、そこまで進められなか

ったのかもわかんないですけども、また、同じように７年、８年と経

てば、保護者、もしくは地区の方たちの思いが違ってきて、何をして

るんだっていう方向になるんじゃないんですか。できたら、いつって

いう目安、めどを立てて、計画を進めていくべきじゃないかと思うん

ですけど、どうですか。 

教育委員会   こども園化につきましては、三つの地区だけでなくて、全市的に本
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来でしたら、計画を持って進めなければならないと思っております。 

ただ、どうしても予算が伴うことですので、一概に計画だけが進ん

で、そこに財政的なところが伴わないということになりますと、何を

してるかわからなくなってしまいますので、現時点では、できるとこ

ろからということで、今、進めているところで、例えば、ほかの地区

についても、全て計画的に進めることが本当にできる状態になったと

きには、三つのエリアにつきましても、きっちりそういった形で言え

るんではないかなと思うんですが、現時点では、周辺のエリアもまだ

整備ができてない中ですので、ここだけをすぐにということにはなか

なか難しいんではないかなというふうには考えております。 

恒田委員    第５回の会議録を見てますと、神戸市なんかは、地域性があったり

とかで、なかなかこども園化が進んでないっていうようなこともあっ

て、私も知識不足で進んでることだと思ったら、進んでないっていう

こともあって、都市部ではなかなか進みにくいなということを拝見し

ました。でも丹波市なんかはもう明らかに先に、施設をこども園化し

ていくんだと、そして各町に一つずつ、1番最初が青垣町やったかな。

次に、氷上町、春日町には、３年、４年前につくり、もうそれ予算ち

ゃんと立ててされてますよね、ここ１０年の間に。丹波篠山市だけが

予算がどうのこうので遅れてきますっていうことは言いにくいんじゃ

ないかと思うんですよ。 

教育委員会   丹波市さんにつきましては、本当に計画的に、全てこども園化とい

うことで、実施をされました。それには、やはり母体となります市が

主体でやっているんではなくって、民間の事業者が主となって、設置

をされておりますので、そういったところで補助金につきましても、

そのあたりはしっかり優遇されているということがあって、設置は、

できたのではないかと。本市の場合は、ほとんどが公立で今、実施を

してますので、ほとんどが一般財源ということになってしまいます。

そういったところから、やはり財源の確保というのが、現時点ではな

かなか難しいのかなというふうに考えております。 

恒田委員    今説明あったとおり、私立のほうが、補助金が出やすい、こども園

に関しては。そしたら丹波篠山市は、そちらに行くと。丹波市はそち

らを選ばれたんですよね。私立のこども園化を進めるっていう方向で

進められて、経営できるところに委託されてしてますもんね。そうい

う計画性を持って。当市については、私立が二つあるので、ややこし

いとは思うんですけども、どこかで線を引いてしていかないと、また
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同じことが起こるんじゃないかと思います。 

隅田座長    再度部長等に対する質疑を持ったというのは、考えておられる市の

方向性に対して、今回、篠山幼稚園の中にそういう預かり施設を設け

る。また、新たに車も購入し、運転手も用意し、支援員も用意をして

いくという流れが、市の考えておる方向と違うのではないかというあ

たりで、今日このような再質問みたいな形になっておると思います。

そのあたり、一歩一歩、市の方向性に結びついておるというふうに認

識されてますかね。 

教育委員会   当初、計画を持っていたところからすると、ひょっとしたら、少し

後戻りをしているというところもあるかもしれません。しかし、今、

現にこの三つのエリアで、非常に大きな課題となっていたということ

で、保護者の方についても、いろんな御意見を今回出されたんですけ

ども、そういったところの総合的な判断をした場合には、やはり、ほ

かのところで預かり保育をしているということがありますので、そう

いったものも、この地域だけがないということで、以前からやっぱり

課題になっていたということがどうしてもありますので、やむを得な

いのかなというふうには感じております。ただ、これが最終のゴール

ではなくて、先ほど申しましたが、最終的には、私立のこども園さん

にお世話になりたいという思いでおりますので、それに向かって、進

めていきたいと考えております。 

隅田座長    今回の決定がその方向とは逆行するような流れの手の打ち方ではな

いかなと。第２回から第３回のところで、例えば、たまみずで預かり

ができないかと。遊戯室などは、次の例えば運動会があるとか、いろ

んな行事があるときには用意をしなければならない。それで、突如、

空き部屋が多くある篠山幼稚園といったふうなところに、場所が飛ん

だと思うんですが、幼稚園の態をなしておるというのがたまみずとい

うことであれば、例えば今の児童クラブの横にですね、この幼稚園の

預かりを増築するといったふうな形で、時間稼ぎをしながら、また児

童クラブがふえてくるというのであれば、将来的にはそこは全部児童

クラブとして活用できるといったことも検討できるのではないかと思

ったりするんですが、それがなぜ、篠山幼稚園に飛び、また車で移動

を、するといったふうなところに、飛んでいくのかなと。小学校へ上

がるための準備として、その連携も大事だという流れの中で、例えば

篠山幼稚園においては、明年度は４歳児がゼロといったふうな流れで、

幼稚園教育がそのまま小学校へつながっていくという教育委員会の考
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えておられる流れにも合っていないのではないかなと。非常に今回の

打たれた手というのが、ちょっと理解できないような手を打たれてま

すので、そのあたりがちょっとおかしいのではないかと、教育委員会

の考えが。それが着実に、そういう方向に向かっておる、とりあえず

今、中間地点の打つ手であるということであればですね、理解ができ

るんですけれども、何か、これで幼稚園、明年度はゼロだけど、預か

りをしたら、次々年度は、もっと多くの人が、幼稚園のほうに来てく

れるのではないかと、いったふうな声があったりして。そしたら、横

のささやまこども園と篠山幼稚園とが、園児の奪い合いの競争するよ

うな、そういう図柄にも見えてきたりするんですけどね。それも、教

育委員会が打つ手としては、ちょっと理解できないなと、あえて競争

を巻き起こすような、手を何で打たれたのかなという。 

教育委員会   ただいま御意見いただいた内容ですとか、先ほどの委員会の中で、

おっしゃっていただいたような内容につきましては、今回の検討会の

中で、案として当然、入れて検討いただいております。ただ、その中

で、やはり最終的には、保護者、地域を含めた大勢が、最終的なこの

案のほうに、意見があったということで、提案させてもらった案は、

それぞれがメリット、デメリットそれぞれあったと思うんですけれど

も、その案を選ばずに最終的にこの案を選ばれたということになって

おります。なぜ篠山幼稚園にというところなんですけれども、これに

ついては、預かり保育施設を一つ、新たにつくろうと思いますと、や

はり大きな費用が必要になってまいります。今回は、バスの購入費等

もありますので、少し大きな金額にはなっておるんですけれども、そ

のバスについても、ほかの学事課が持っておりますバスの運行がいろ

いろあるんですけれども、そういったところにも活用できるような形

でのバスの購入も考えておりますし、施設につきましても、大がかり

な改修ではなくって、本当にパーテーションを設置するぐらいで、あ

とは安全管理を確保するような簡易な改修となっております。そうい

ったことから、いつかまた、こども園にお世話になるときには、今の

ささやまこども園は、スペース的にどうしても、ゆったりとした空間

がとれないということがありますので、今の篠山幼稚園の部分をささ

やまこども園さんに使っていただくような形でも活用できないかなと

いうことも考えておりました。そういった意味でも、少しそういった

簡単な改修のみにさせていただいて、財政的な負担もできるだけ抑え

たというような形で今回上程のほうさせていただいたということにな
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っております。 

安井委員    事実に基づいて議論しなきゃいけないと思うんですけど、実際子ど

もの数が以前は、３１０人前後で推移してたのが、２５０人ぐらいに

減ってるわけじゃないですか。子どもが減ってるのに、施設の統廃合

を進めようとしないで、こども園のほうに移行しようとしないで、幼

稚園に預かり保育をしようというのは、明らかにこれ逆行してますよ。

その子どもの数という点から考えて、例えば味間こども園は３５０人

ほど、今行っていると思うんですけども、施設的には４５０人ぐらい

まで行けるはずですよね。世話する人がいないから、フルキャパを使

えない状況じゃないんですか。味間こども園の近くに私の知ってる人

いますけど、富山こども園に行ってます。近くやのに行けないってい

うのは、世話をしてくれる人がいないから入れてもらえないという、

そういう状況もあるわけなんですよ。味間から富山に行ってる人がい

るんやったら逆に、篠山から味間のこども園に来ることだって何ら問

題ないと思うんですよ。こども園化を進めるっていうのが、大きな柱

であったら、幼稚園で預かり保育する方向で施設を充実させるってい

うのは逆行してるっていうのは間違いないと僕は思うんですけどね。 

教育委員会   いろいろと御意見ありがとうございます。あり方の検討会につきま

しては、今後の教育、保育のあり方検討会ということで、保護者の皆

さん、それから関係の自治会の皆さん、多くの皆さんに集まっていた

だいてですね、8月6日から議論を開始しております。その間、今、多

く御指摘をいただいた件につきましてもですね、当初は、御意見を聞

くだけでしたけれども、具体的な案を示してほしいということでです

ね、当初は、第３回の会議においては4案ということで、今、安井委員

のほうからも言われたとおりですね、幼稚園を廃止するとか、そうい

った案も含めて、４案を提示しております。しかしながら、その保護

者の皆さんあるいは、検討会のメンバーの皆さんの御意見、総意がな

かなか一つにまとまらないというふうなところで、４案の中から２案

に絞ってですね、最終この２案でどうですかというふうな会議を、第

４回のときに御提示をさせてもらっております。そのときには、これ

までの皆様方からいただいた御意見、それから、幼稚園とこども園の

視察もいただきましたので、それを見られた感想とか、そういったも

のも含めて、御意見を全体としていただいて、最終的にどこかで預か

り保育をつくる。場所についてはこのときには未定ということでござ

いましたけれども、３園のどこかで預かり保育をつくり、ただそれだ
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けではなくって今も御指摘をいただいております通り、将来的には、

教育委員会としては、こども園化、特にこの地域につきまして私立が

二つありますので、そちらの方向に持っていきたいというふうな思い

があったんですけれども、なかなか今の時点でですね、この検討会を

設けてる時点で、総意がとれるような状況ではないので、現在、現状

での望まれるあり方ということで今回、３園のどこかで預かり保育を

させていただき、そして、今回御提案する篠山幼稚園で経費のかから

ない、できるだけ少ないようなところを担当課のほうで考えた事にな

っております。ただこれが決してゴールということではなく、ずっと

申し上げておりますが、こども園化というのは当然この地域、二つも

私立があるわけですから、座長のほうからも御指摘いただいておりま

すので、それは教育委員会としては十分認識しております。将来的に

いつかということで、恒田委員のほうからもあったんですけども、今

回の最終のまとめの中でですね、こども未来課のほうで私立との連携

というのはなかなかできてなかった点があると思います。その点を踏

まえてですね、最後の検討会のときには、教育委員会と私立のこども

園の連携ということで４点挙げております。月１回、私立のこども園

長とこども未来課が打ち合わせをしていく。それから、例年、５月に

教育長が市立の園を訪問するんですけども、今後はその中に私立のこ

ども園を訪問させていただく。それから、私立のこども園にも市の各

種行事の参加を御案内する、あるいは、市のホームページに、私立の

ホームページもリンクをしていくというふうなことの連携の強化を挙

げております。あわせて、今度は、公立の幼稚園と私立のこども園の

連携ということで、今までから研修会であったり、各種研修会を引き

続き、私立のこども園も対象に実施をするということと、あるいはそ

れ以外にもいろんなことが、連携としてできていくと思いますので、

今回、こういう預かり保育を１か所つくるということになっておりま

すけれども最終的には、連携強化の中でですね、毎月定期的に、私立

のこども園長さんとお話をさせていただき、それから、私立のこども

園を訪問させていただく中でですね、毎年毎年状況は確認させていた

だきながら、将来的にそれぞれ評価をされるに至ったということで、

私立のこども園への集約も検討していきたいということで、方向を出

しておりますので、時期については今、いつなんだというふうなこと

で、はっきりとお示しできればいいんですけれども、今言いました連

携を深めていきたいと思いますので、以前のようなことがないように
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ですね、しっかりとやっていきたいというふうに思います。今のとこ

ろ現状としては、あり方検討会の御意向を踏まえた中でですね、こう

いうふうな方向でいきたいというふうなことでございます。 

恒田委員    最終の５回に私立の園長さん２人とも欠席されてるんですよね。今

日は私立のこども園の両園長がいないので勝手に決められないがって

いうふうに、委員長さんおっしゃってますよね。メンバーの中の２人

がいらっしゃらない。将来的にそこに集めていくっていうところの園

長さんがいらっしゃらないのに、決められないが、お互いにどのよう

にされるのかって、そこでもう答え出されて、預かり保育をしますっ

ていう答えを出されたんですよね、最終回。これどういうことなのか

わからないんですわ。もっと言えば、公立の幼稚園の中の預かり保育

なのにそこに、私立の園長さんが入ってることからそれは僕はちょっ

と最初から理解できなかったんですけどね。中で、預かり保育をしよ

うっていうんであれば、教育委員会は、私立のこども園に集めていく

方向で進めてたはずだと思う、最初から。その中で、市民の皆さんが、

いやいや、幼稚園だけど預かり保育をしてくださいっていう要望が強

かったんで、そういうふうになったんですよね、方向性が。 

教育委員会   こちらも検討会を進めていく中で、例えば私立の２園のこども園さ

んのほうで、公立で今行っているところの預かりの部分を、お世話に

なれないかということも打診はさせていただきました。やはり今保育

士不足というようなこともありまして、なかなかそれを全て今私立で

担うのは難しいということで、それは無理ですということを回答いた

だきまして、その分についてはちょっと無理だということになりまし

た。それと、最終の日に私立の園長さんお２人とも欠席ということだ

ったんですけども、こちらについては、御不幸のほうがありまして、

ちょっとその間、お休みをされておりました。どうしても出席できな

いということで、かわりに、副園長さん、主任さんとかでも出席でき

ないかということで、お願いをしたんですけれども、やはり園長代理

としていくにはちょっと荷が重いし、なかなか急に段取りができない

ということで、最終的にお１人はどうしても出れないということにな

りました。もうお一方につきましても、両園長がいかないと、難しい

面があるということで、御遠慮させていただくということで、事前に

こういった形で話のほうはさせていただきますということはお話をさ

せていただいておりまして、これが終わった後も、それぞれの園を訪

問させていただいて、こういう形になりましたという報告もさせてい
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ただいて、了解をいただいたというようなことになっております。 

隅田座長    了解というよりは、会議の流れがもう、保護者の方が、どうしても

幼稚園の預かりということで、それを受け入れるというふうな流れに

なっておって、それを声あげればもう、こども園側が、喧嘩になると、

いったふうなところだったと思います。全員協議会のときに市長が、

認定こども園と幼稚園の教育が、同じレベルですか、になったと認識

をされたときに、こども園に全部集約するようなニュアンスの話をさ

れていたと思うんですけども、あれ自体も、大変失礼なおかしな話で

今現在、認定こども園が、幼稚園教育のレベル達していないというこ

とであれば、これは教育委員会として重大な問題だと認識されるのが

当たり前じゃないかと思います。私が見た限りでは、しっかりと幼稚

園教育を認定こども園でされております。それに心配されてるおる保

護者には、教育行政側から、質の担保の発言を、すべきではなかった

かと。それが、保障できないということであれば、教育委員会側に問

題があるのではないかと思いますがいかがでしょうかね。 

教育委員会   そういうふうなニュアンスで、市長から発言があったかもしれない

んですけれども、決して私立が劣っているとか、そういうことではな

くって、今回、私どもも非常に反省をしておるんですけども、結局情

報がそこまで、私どもも知りえていなかったというところがあります

ので、そこを反省して、先ほども部長からありましたけれども、私立

さんとの意見交換を定期的に行ってやっていきたいなというふうに考

えております。先ほども申し上げました、会議が終わった後、こども

園さんのほうに、どうなんだということで職員に説明もしてほしいと

いうことがありましたので、行かしていただいて、説明もさせてもら

って、そこでの情報の共有もさせていただきました。そんな中で、今

後、最終的なところにもありましたけれども、保護者ですとか地域の

方が、こども園や幼稚園のことを本当に十分に知っていただいている

かというところを、考えていって、そこの知っていただいたという状

況に至ったときに、改めてこういう協議ができたらなというふうには

考えております。ですから私どもとしましても、私立さんが劣ってい

るとかいうことは一切、思っておりませんし、本当に頑張っていただ

いてますので、実際これだけたくさんのお子さんが今、安心して通っ

ておられます。ですから、そのあたりは、ちょっとそういった誤解が

出てしまったところは本当に残念だなと思っております。 

安井委員    私は最初に言いましたように、逆行してる施策だと思うから賛同し
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かねるわけなんですけども、その検討委員会っていうのが市長が座長

になってね、幼稚園で預かり保育をしてほしいという人の声が大きい

から、それに流されてるというふうに考えてしまうんですよね。要す

るに、ポピュリズムなんですよ。そういうふうに感じてしまうわけで、

本来、こども園化しようとしてるはずなのにほんで子どもの数が減っ

てるから、統廃合をしなきゃいけないのに、私立のこども園のライバ

ルになるようなことをしようとしてるというふうに感じてしまうわけ

なんですよ。それはある意味民業圧迫になっていくんじゃないかなと

いう、そんなことをしていいのかなと。子どもが、去年、おととしか

らでしたっけ２５０人切ってしまったのは、今までより６０人ほど減

ってしまったわけでしょう。そんだけの数が減ってるのに、何も手を

打たないで、幼稚園を預かり保育していくっていうのはおかしくない

ですか。 

教育委員会   ポピュリズムということの発言もあったんですけれども、今回ずっ

と記録については公開をしておりますので、読んでいただいてるかと

思うんですが、最初から読んでいただきますと、わかるかと思うんで

すが、名前が出てませんのでそこはわかりにくいかもしれないんです

けど、委員長、市長におかれても、最初は、私立の2園にという思いで、

スタートされていると思います。そんな中で、話を聞いていくうちに、

なかなかちょっとそれは難しいなというところで、方向転換があって

の最終的な、今回の方向にというふうになったと思っております。民

業圧迫のところも非常に最初のところで心配をしておりましたので、

そういったところで確認も実際に民間のこども園さんのほうにも確認

をしたところ、そこは気にしてもらわなくてもよいというようなこと

もありましたので、皆さん、それならばということで、話のほうが、

いろいろと出て、最終的な方向に進んだということで、後戻りという

こともおっしゃるんですけれども、確かに、当初の計画からすると、

違う方向にというところがあるかもしれないんですけれども、今の望

まれてる方向が、今しようとしてる形ということで、決してこれが最

終ではないんですけれども、今の段階では、こういう形で、望まれた

形でやらざるをえないのかなというふうに考えております。 

河南委員    今回の検討委員会は、市長が委員長になられとる。こういうのはお

かしいんじゃないかなと前々から思とるんですけど。この件だけじゃ

なしに古市の児童クラブやったかな、これも教育委員会が話して、委

市長が行って、一晩で変わったと。ごみ処理センターの苦情問題も地
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元との交渉を市長がトップにたって行った。篠山小学校の耐震化、こ

のときも、委員長になったのは市長。委員長の市長がその場でオッケ

ーって言えば、もうそれでオッケーになるわけですね。検討する余地

も何もないわけですね。だから、各種検討会なんかの委員長に行政ト

ップがなったら、そこで決まりになってしまうんで。そういうところ

に問題があるんではないか。公共施設も本当に統廃合せな、１０年後、

１５年後はもう、やっていけへんような状態に来とるわけです。地元

の人は誰でも、地元において欲しい言うと思う。だからそれを判断し

て行くのはトップなんじゃないか。トップが出ていって交渉して、地

元の要求をのんでしまったら、もうそれしか方向がないわけです。そ

うした体制を見直すべきだと僕はこのように思います。 

田村委員    幼稚園教育とこども園の教育というものが同水準になったと認識さ

れるようになったらというような御説明だったと思うんですけども、

それを先ほどの中で保護者の方々、市民の方々に伝えていく中でとい

うふうな御説明もあったとは思うんですけれども、いつ伝わるかって

いうのも、基準としては余りにも曖昧過ぎますので、これで問題ない

ということをやっぱり教育委員会がしっかりと確信した段階でです

ね、やはり市の方針として、期間をしっかりと決めて、こども園に集

約していくというのはやはり、決めていくべきではないかなと。それ

があっての市の指針だと思いますので、このように委員会での意見な

どや状況に、左右されてましたら、市民の皆さんの理解というのもな

かなか得られにくいのではないかなというふうに、思います。 

栗山副座長   今回の問題といいますか、こども園に向かっての最終的にはそうい

う方向性をとるんですが、今の段階では、市民のほうから、検討委員

会でそのような意見が出たと。預かり保育を望む声が出とったという

こと。逆行しておるという意見もあるんですが、まだ市民の理解が入

れられていない時点では、ある面、その間には、そういう方向性も、

やむを得ん措置かなというふうには私は理解しております。 

■議員協議 

恒田委員    令和２年度の職員数が４６９人と説明を受けたんですが、議会から

も保育士等が足りないので正職員を採用するべきとの意見も行ってき

た経緯はあります。前回の質疑の中で、一般行政職員は、規定どおり

で、増やすつもりはないと説明があったんですが、反対に言うと、別

枠で専門職をこれからも足りなければ増えていくという可能性も考え

られるんで。篠山再生計画での職員数４５０人から来年度は１９人も
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増えてきてしまってるんでね。財政的な問題もあるんで。個人的には

４５０人をベースに、専門職の割合を増やすべきじゃないかと思いま

す。どんどん職員数が増えてきておることに危惧するという意見もあ

りましたという報告はできると思うんですけどね。 

隅田座長    教育委員会としては、もっと多く採用してほしいということもあっ

たけど、財政のこともあるので、今はここまでに抑えてますという。

総務課の話もあったと思うんですけどね。 

委員長としてはそういう意見があったという報告はできると思う。 

恒田委員    労務管理を含めた中で、事業全体を見て事業を減らすんだったら減

らさないと。でも今やっている事業を当然減らすことはできないんで。

どちらかというと増やしたいほうです。今から１２年前と比べたら、

ずっと事業ふえてると思ってるんで。４６９人でよくやってるなと思

うぐらい。 

隅田座長    委員長としてはそういう危惧の声がもうありましたというぐらいし

かできない。分科会の総意でもないし。どこがレベルかはまだわから

ないですけど、やっぱり保育士を採用しないことには、味間認定こど

も園にしてもたきこども園にしても成り立たない。 

        ただ、市が昨年４月に第５次篠山市定員適正計画を１年前倒しで策

定された。子育て支援のニーズが高まって、保育士等の増員や充実が

求められており、その年によって、子どもの数も変わってくる。近年、

出生数も減っている。令和２年度は４６９人になるかもしれないが、

これも子どもの数なんかで年度ごとに変動していくのではないか。令

和５年度の最終目標に向かって取り組みがはじめられたばかりで、も

う少し推移を見ていったら思いますが。 

恒田委員    その件は了解しました。 

        篠山地区の預かり保育で、最終的には私立の認定こども園に集約す

るという方向性は、教育委員会として変わっていない。でも保護者か

ら預かり保育が必要やと言われたら、今１番予算が少なくすむ方法が

篠山幼稚園の遊戯室で預かりをしていく。でもずるずるそのままにな

らないか。私立のこども園に期限を決めて集約することが必要と思う。

すぐにでも３幼稚園もこども園に持っていきたい。でも、キャバがね、

いっぱいと説明あったけど。ささやまこども園、狭いところでたいへ

んだから。 

隅田座長    篠山幼稚園を分園という形で、民間で運営してもらうという話もあ

った。 
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恒田委員    ２年後、３年後にそうするんやったらいいけど、今回は預かり保育

を篠山幼稚園に持っていくっていうような予算なんで、３年、５年は

続けていくかもしれないが。期間を決めて私立に集約していくという

目標を明確にすれば、保護者、地域からも納得してくれるのではない

か。 

隅田座長    そのころには子どもは随分減っとるわね。 

 

 

■意向確認 

議案第２５号 令和２年度丹波篠山市一般会計予算 

― 多数賛成の意向、修正の意見なし ―  

 

議案第３３号 令和元年度丹波篠山市一般会計補正予算（第１１号） 

― 修正・反対等の意見なし ―  

 

隅田座長    この結果を含め、各委員との質疑、答弁の内容について、座長報告

を行いたい。報告については、座長に一任いただきたい。 

それでは２日間の協議内容や意見を集約しながら、また河南委員が

言われた検討委員会、審議会の委員長に市長がいるというのは少しお

かしいのではないかといったふうなあたりも含めて、そういう意見の

列記をさしてもらうという、委員長報告とさせていただきたいと思い

ます。 

― 異議なし ―  

 

        また、本日の会議の記録については、事務局に調製させ、座長、副

座長において内容確認を行いたい。 

― 異議なし ― 

 

 

栗山副座長 挨拶 

 

 

１７：５５ 散会 
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隅田座長 散会宣告 

 


